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第
一
章

総
説

一

総
説

１
「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉

「
代
償
財
産
」
と
は
何
か
。
私
は
、
拙
著
『
代
償
請
求
権
と
履
行
不
能
』（
信
山
社
、
平
三
〇
）
に
お
い
て
平
成
二
九
年
民
法
改
正
に

お
い
て
新
設
さ
れ
た
民
法
四
二
二
条
の
二
の
「
代
償
請
求
権
」
の
規
定
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
わ
が
国
で
は
、「
代
償
請
求
権
」

と
い
う
言
葉
が
同
条
の
規
定
の
意
味
以
外
に
も
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し（
１
）た。
ま
た
、
そ
の
際
、
法
文

中
に
は
な
い
「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
が
、
判
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し（
２
）た。

そ
れ
は
、
遺
産
の
処
分
に

よ
っ
て
受
け
る
財
産
―
―
遺
産
の
一
部
の
売
却
代
金
請
求
権
や
滅
失
損
傷
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
な
ど
―
―
の
意
味
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
「
代
償
財
産
」
を
受
け
る
権
利
と
い
う
意
味
で
、「
代
償
請
求
権
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を

示
し
た
。
し
か
し
、
拙
著
で
は
、「
代
償
財
産
」
を
受
け
る
権
利
と
い
う
意
味
で
の
「
代
償
請
求
権
」
は
、
民
法
四
二
二
条
の
二
の

規
定
す
る
本
来
の
代
償
請
求
権
と
明
確
に
区
別
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め（
３
）た。

「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
が
国
の
民
法
解
釈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ド
イ

ツ
法
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
拙
著
に
お
い
て
積
み
残
し
た
こ
の
問
題
を
精
密
に
分

析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二

事
例

こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
事
例
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ（
４
）る。

す
な
わ
ち
―
―

《論 説》
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死
亡
し
た
被
相
続
人
ア
ン
ト
ン
の
共
同
相
続
人
は
、
妻
エ
ラ
、
孫
ニ
ー
ナ
、
孫
オ
リ
バ
ー
、
孫
テ
オ
の
四
人
で
あ
り
、
法
定
相
続
分
は
、
―
―

日
独
共
通
で
―
―
妻
エ
ラ
が
半
分
、
三
人
の
孫
が
そ
れ
ぞ
れ
六
分
の
一
ず
つ
で
あ
る
。

エ
ラ
は
、
夫
ア
ン
ト
ン
の
死
後
非
常
に
淋
し
く
、
気
分
転
換
の
た
め
に
電
器
商
Ｒ
か
ら
代
金
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
テ
レ
ビ
を
購
入
し
、
ア
ン

ト
ン
が
遺
し
た
遺
産
中
の
現
金
（
四
，
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
）
か
ら
支
払
っ
た
が
、
そ
の
際
、
相
続
が
開
始
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
電
気
商
Ｒ
に

打
ち
明
け
な
か
っ
た
。
三
人
の
孫
た
ち
は
、
祖
母
エ
ラ
の
テ
レ
ビ
購
入
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
を
了
解
し
な
か
っ
た
。
孫
た
ち
は
、
ア
ン
ト
ン
の
弁

済
す
べ
き
残
債
務
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
方
が
先
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
孫
た
ち
は
、
電
気
商
Ｒ
に
対
し
、
支
払
済
の
代
金
の
返
還

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
テ
レ
ビ
は
相
続
財
産
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
も
し
、
テ
レ
ビ
を
購
入
し
た
の
が
妻
エ
ラ
で
は
な
く
、
故
ア
ン
ト
ン
の
同
居
の
弟
で
あ
る
―
―
共
同
相
続
人
で
は
な
い
―
―
ヨ
ハ
ネ
ス

で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

三

研
究
範
囲

わ
が
国
の
相
続
法
に
お
い
て
は
、「
代
償
財
産
」
以
外
に
も
、「
代
償
」「
代
位
」
の
法
的
性
質
を
帯
び
る
制
度
が
あ
る
。
財
産
分

離
に
お
け
る
物
上
代
位
（
民
法
九
四
六
条
・
同
九
五
〇
条
二
項
）
と
遺
贈
の
物
上
代
位
（
民
法
九
九
九
条
・
同
一
〇
〇
一
条
）
で
あ（
５
）る。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
、
本
稿
の
研
究
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
。

四

研
究
方
法

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
「
代
償
財
産
」
に
相
当
す
る
概
念
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
等
）。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
代
償
財
産
」
概
念
を
巡
る
制
度
を
理
解
し
た
う
え
で
（
第
二
章
）、
そ
こ
か
ら
わ
が
国
の
用
語
法
に
対

す
る
示
唆
を
得
る
こ
と
と
し
よ
う
（
第
三
章
・
第
四
章
）。

ドイツ相続法における代償財産
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第
二
章

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
代
位

第
一
節

総
説

右
の
例
に
お
い
て
、
妻
エ
ラ
ま
た
は
弟
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、
相
続
財
産
中
の
現
金
で
勝
手
に
テ
レ
ビ
を
購
入
し
た
。
少
な
く
と
も
彼
ら

が
テ
レ
ビ
を
独
り
占
め
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
無
い
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
は
、
テ
レ
ビ
を
購
入
し
た
の
が
誰
か
に
よ
っ
て
場
合
を
分
け
る
べ
く
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ

れ
を
以
下
で
は
、
相
続
財
産
の
代
位
（
第
二
節
）
と
表
見
相
続
人
の
法
律
行
為
に
よ
る
代
位
（
第
三
節
）
に
分
け
て
説
明
を
加
え
よ（

６
）う。

第
二
節

相
続
財
産
の
代
位

一

総
説

１

根
拠
規
定

相
続
財
産
は
、
相
続
開
始
時
に
確
定
し
た
ま
ま
遺
産
分
割
終
了
ま
で
一
切
変
更
を
被
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な

変
更
が
考
え
ら
れ
る
が
、
①
共
同
相
続
人
の
法
律
行
為
、
②
相
続
財
産
中
の
債
務
の
弁
済
、
③
第
三
者
の
行
為
や
不
可
抗
力
に
よ
る

滅
失
、
な
ど
を
典
型
的
な
変
更
事
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き（
７
）る。
こ
れ
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
次
の
と
お
り

規
定
し
て
い（
８
）る。

す
な
わ
ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
直
接
代
位
（U

nm
ittelbare

Ersetzung

）
相
続
財
産
に
属
す
る
権
利
に
よ
っ
て
（auf

Grund

）、
相
続
財
産
の
滅

《論 説》
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失
、
損
傷
若
し
く
は
侵
奪
の
賠
償
（Ersatz

）
と
し
て
又
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
。
法
律
行
為
に

よ
っ
て
取
得
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

訳
語

こ
の
条
文
の
表
題
は
、„U

nm
ittelbare

Ersetzung“

で
あ
る
。
ま
ず
、„unm

ittelbar“

と
は
、「
直
接
の
、
じ
か
の
」
と
い

う
形
容
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
一
条
文
中
に
同
根
語
と
し
て
、„Ersetzung“

と„
Ersatz“

が
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
動
詞

„
ersetzen“

（
代
え
る
、
交
換
す
る
）
が
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
り
、「
代
え
る
こ
と
、
交
換
す
る
こ
と
」、「
代
わ
り
の
も
の
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
前
者„

Ersetzung“

は
余
り
使
わ
れ
な
い
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者„

Ersatz“

は
、
頻
出
語
で
あ
り
、

「
賠
償
」
が
定
訳
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、„Schadensersatz“

は
「
損
害
賠
償
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、„Ersetzung“

の
訳
語
は
、

「
賠
償
」
を
避
け
て
、「
代
位
」
か
「
代
償
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
差
し
当
た
り
、「
代
位
」
と
訳
し
て
お
こ
う
。

な
お
、
同
種
・
同
等
・
同
量
の
物
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
意
味
す
る
「
代
替
物
（vertretbare

Sache

）」（
ド
イ
ツ

民
法
九
一
条
）
の
概（
９
）念を
表
現
す
る
際
の„

vertreten“

と
い
う
語
が
別
に
存
在
す
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ（

１０
）る。

ま
た
、
ゲ
ル
マ
ン
語
源
の„

Ersetzung“

と
ラ
テ
ン
語
源
の
同
義
語
と
し
て
、„Surrogation“

と
い
う
名
詞
が
あ
り
、「
代

位
」
が
定
訳
で
あ
る
。„dingliche

Surrogation“

は
「
物
上
代
位
」
で
あ
る
。
同
様
に
、„Ersatz“

に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
源

の
名
詞
は
、„Surrogat“

で
あ
り
、
こ
れ
が
「
代
位
物
」
と
か
「
代
償
財
産
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
が
、
稀
に
し
か
用
い

ら
れ
な（

１１
）い。

ドイツ相続法における代償財産
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３

物
上
代
位
と
債
権
法
上
の
代
償

な
お
、
右
の
「
物
上
代
位
（dingliche

Surrogation

）」
は
、
代
償
請
求
権
の
「
債
権
法
上
の
代
償
（schuldrechtliche

Surroga-

tion

）」
と
対
置
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
、「
債
権
法
上
の
代
償
」
は
、
新�

し�

い�

請
求
権
の
発
生
だ
と
い
う
点
で
物
上
代
位

と
は
異
な
る
、
と
だ
け
指
摘
し
て
先
に
進
も（

１２
）う。

４

意
義

本
条
の
規
定
の
意
義
は
、
相
続
財
産
の
価
値
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
る
、
①
共
同
相
続
人
の
保
護
、
②
相
続
債
権
者
（
被
相
続
人

の
対
す
る
債
権
者
）
の
保
護
、
と
い
う
二
点
に
存
す（

１３
）る。

二

要
件

１

総
説

相
続
財
産
に
属
す
る
権
利
に
よ
っ
て
共�

同�

相�

続�

人�

が
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
。
共
同
相
続
人
で
は
な
く
、
表
見
相

続
人
が
権
利
を
取
得
す
る
と
き
は
、
本
条
で
は
な
く
、
次
節
に
詳
解
す
る
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
で

あ（
１４
）る。

ま
た
、
そ
こ
で
言
う
「
権
利
に
よ
っ
て
」
は
直
接
の
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
。
権
利
に
よ
っ
て
取
得
し
た
、
そ
の
権
利
に
よ
っ
て

さ
ら
に
取
得
し
た
も
の
で
も
よ
い
（
（
１５
）

通
説
・
（
１６
）

判
例
）。

も
っ
と
も
、
権
利
取
得
は
、
①
権
利
代
位
（Rechtssurrogation

）、
②
賠
償
代
位
（Ersatzsurrogation

）、
③
関
係
代
位
（Bezie-

hungssrurrogation

）
の
三
つ
の
方
法
に
分
類
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ（

１７
）る。

《論 説》
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２

権
利
代
位

第
一
に
、
権
利
代
位
と
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
権
利
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
権
利
の
本
来
的
効
力
に
よ
っ
て
他
の
権
利
が
取

得
さ
れ
る
場
合
の
代
位
で
あ
る
。
相
続
財
産
中
の
債
権
が
弁�

済�

さ
れ
た
場
合
に
債
権
者
が
取
得
す
る
権
利（

１８
）や、

相
続
財
産
中
の
権
利

を
元
物
と
し
て
果�

実�

が
収
取
さ
れ
た
場（

１９
）合、

他
に
、
相
続
財
産
中
の
形
成
権
（
解
除
権
や
取
消
権
な
ど
）
の
行
使
に
よ
っ
て
権
利
が
取

得
さ
れ
る
場
合
も
こ
れ
に
入（

２０
）る。

３

賠
償
代
位

第
二
に
、
賠
償
代
位
と（

２１
）は、

相
続
財
産
の
滅
失
、
損
傷
若
し
く
は
侵
奪
の
賠
償
と
し
て
他
の
権
利
が
取
得
さ
れ
る
場
合
の
代
位
で

あ
る
。
相
続
財
産
中
の
物
が
共
同
相
続
人
や
第
三
者
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
場
合
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権

が
典
型
で
あ（

２２
）る。
相
続
財
産
中
の
物
に
つ
い
て
の
保
険
金
請
求
権
が
取
得
さ
れ
る
場
合
の
代
位
も
こ
れ
に
当
た（

２３
）り、
相
続
財
産
中
の

債
権
の
不
能
に
よ
る
消
滅
に
際
し
て
代
償
請
求
権
が
取
得
さ
れ
る
場
合
の
代
位
も
こ
れ
に
当
た（

２４
）る。

４

関
係
代
位

第
三
に
、
関
係
代
位
と
は
、
相
続
財
産
に
関
係
す
る
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
財
産
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
冒
頭
に
掲

げ
た
事
例
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
（→

第
一
章
二
）。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
テ
レ
ビ
の
所
有
権
は
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ
の
所
有
権
の
移
転
は
、
そ
の
代
金

一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
（
相
続
財
産
中
の
）
金
銭
所
有
権
の
本
来
的
効
力
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
テ
レ
ビ
所

有
権
が
「
権
利
代
位
」
と
し
て
相
続
財
産
に
属
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
所
有
権
の
移
転
は
、
代
金
の
反�

対�

給�

付�

で
あ
っ

ドイツ相続法における代償財産
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て
、
賠
償
と
し
て
給
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、「
賠
償
代
位
」
と
し
て
相
続
財
産
に
属
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

反
対
給
付
と
し
て
の
所
有
権
移
転
は
、
相
続
財
産
に
関�

係�

す
る
法
律
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
「
関
係

代
位
」
と
呼
ん
で
、
代
位
の
及
ぶ
範
囲
に
含
め
る
の
で
あ（

２５
）る。

５

関
係
代
位
の
範
囲

ど
こ
ま
で
の
関�

係�

が
こ
の
関
係
代
位
に
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う（

２６
）か。

法
律
行
為
が
客�

観�

的�

に
相
続
財
産
と
関
係
し
て
い
れ
ば
足
り
る

の
か
、
そ
れ
と
も
、
法
律
行
為
を
相
続
財
産
に
関
係
さ
せ
る
主�

観�

的�

な
意
思
も
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

事
例
に
お
い
て
は
、
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
は
相
続
財
産
中
の
現
金
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
客�

観�

的�

に
は
相
続
財
産
と
関
係
し
て
い
る
。

し
か
し
、
妻
エ
ラ
は
共
同
相
続
人
全
員
の
た
め
で
は
な
く
、
自
己
の
た
め
に
売
買
契
約
を
結
ん
だ
の
で
、
主�

観�

的�

に
は
相
続
財
産
と

は
関
係
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
経
済
的
価
値
と
し
て
相
続
財
産
の
延
長
で
あ
る
も
の
を
相
続
財
産
と
し
て
扱
っ
て
共
同
相
続
人
の

お
よ
び
相
続
債
権
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
規
定
の
趣
旨
で
あ
る
の
で
、
客
観
的
に
相
続
財
産
と
関
係
し

て
い
れ
ば
、
主
観
的
意
思
を
問
わ
ず
、
関
係
代
位
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
、
と
解
釈
す
る
（
（
２７
）

通
説
）。

三

効
果

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
規
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
が
権
利
代
位
・
賠
償
代
位
・
関
係
代
位
の
い
ず
れ
で

あ
っ
て（

２８
）も、

当
該
権
利
は
直�

接�

に�

（unm
ittelbar

）
共
同
相
続
人
全
員
に
帰
属
す
る
。
直
接
に
と
は
、
表
見
相
続
人
に
い
っ
た
ん
帰

属
す
る
こ
と
無
し
に
、
と
い
う
意
味
で
あ（

２９
）る。

た
と
え
ば
、
相
続
財
産
中
の
引
渡
債
権
の
目
的
物
が
共
同
相
続
人
の
一
人
に
給
付
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
所
有
権
は
、
共
同
相
続

《論 説》
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人
全
員
の
合
有
と
な
る
（
ド
イ
ツ
で
は
、
共
同
相
続
人
の
共
同
所
有
形
態
は
、
わ
が
国
の
共�

有�

と
は
異
な
り
、
合�

有�

で
（
３０
）

あ
る
）。
直
接
代
位
の
目
的

が
不
動
産
所
有
権
で
あ
り
、
登
記
簿
上
の
名
義
人
が
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
登
記
は
現
実

の
権
利
関
係
に
合
致
し
な
い
も
の
と
な
り
、
共
同
相
続
人
は
、
更
正
登
記
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
八
九
（
３１
）

四
条
）

第
三
節

表
見
相
続
人
の
法
律
行
為
に
よ
る
代
位

一

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条

１

根
拠
規
定

表
見
相
続
人
（Erbschaftsbesitzer

）
は
、
相
続
財
産
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
を
、
自
己
の
所
有
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
続

財
産
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
続
財
産
を
対
価
に
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
と
き
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
が
次
の
と
お
り
規
定
し
て
い（

３２
）る。
す
な
わ
ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
一
項
直
接
代
位
（U

nm
ittelbare

Ersetzung

）
表
見
相
続
人
が
相
続
財
産
で
（m

it
M
itteln

der
Erbschaft

）

法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
す
る
も
の
も
、
相
続
財
産
か
ら
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
二
項
直
接
代
位

前
項
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
債
権
が
〔
相
続
財
産
に
〕
帰
属
し
た
こ
と
は
、
債
務
者
が
そ
れ
を

知
っ
た
時
は
、
債
務
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
〇
六
条
か
ら
第
四
〇
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
表
題
は
、
同
二
〇
四
一
条
の
そ
れ
と
完
全
に
同
じ
、„U

nm
ittelbare

Ersetzung“

で
あ
る
。
同
条
と
同
じ
く
「
直
接
代
位
」
と
訳
そ
う
。

ドイツ相続法における代償財産
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２

意
義

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
一
項
の
規
定
の
意
義
は
、
①
相
続
財
産
の
経
済
的
価
値
維
持
、
②
相
続
人
が
そ
の
持
分
に
つ
い
て
相
続

財
産
を
取
得
す
る
こ
と
の
保
障
、
と
い
う
二
点
に
存
す（

３３
）る。

で
は
、「
相
続
財
産
か
ら
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
」
こ
と
で
、
な
ぜ

右
①
②
が
図
ら
れ
る
か
、
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
表
見
相
続
人
の
返
還
義
務
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

二

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
八
条

１

表
見
相
続
人
の
返
還
義
務

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
八
条
に
規
定
が
あ（

３４
）る。

す
な
わ
ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
八
条
表
見
相
続
人
の
返
還
義
務
（H

erausgabepflicht
des

Erbschaftsbesitzers

）
相
続
人
は
、
現
実
に
は
帰
属
し
な

い
相
続
権
を
原
因
と
し
て
相
続
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
取
得
し
た
者
（
表
見
相
続
人
）
に
対
し
て
、
取
得
し
た
も
の
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

右
条
文
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
五
編
「
相
続
」
第
一
章
「
相
続
人
の
順
位
〔
相
続
順
位
（Erbfolge

）〕」
に
続
く
第
二
章
「
相
続

人
の
法
的
地
位
」
に
お
け
る
、
第
一
節
「
相
続
の
承
認
及
び
放
棄
、
遺
産
裁
判
所
の
保
全
処
分
」、
第
二
節
「
遺
産
債
務
〔
被
相
続

人
の
債
務
（N
achlassverbindlichkeit

）〕
に
つ
い
て
の
相
続
人
の
責
任
」
に
続
く
第
三
節
「
相
続
回
復
請
求
権
（Erbschaftsan-

spruch

）」
の
冒
頭
規
定
で
あ（

３５
）る。
つ
ま
り
、
相
続
回
復
請
求
権
の
一
内
容
で
あ
る
。

《論 説》
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２

返
還
義
務
の
範
囲

返
還
義
務
の
根
拠
条
文
は
、
右
の
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
八
条
で
あ
る
が
、
二
つ
の
特
別
規
定
を
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
本

稿
の
検
討
対
象
た
る
、「
直
接
代
位
」
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
、
②
使
用
利
益
お
よ
び
果
実
を
含
む
と
規
定
す
る
ド

イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
で
あ
る
。

三

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条

１

総
説

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
は
、
次
の
と
お
り
で
あ（

３６
）る。

す
な
わ
ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
利
益
及
び
果
実
（N

utzungen
und

Früchte

）
表
見
相
続
人
は
、
相
続
財
産
か
ら
得
た
利
益
（N

utzungen

）
を

相
続
人
に
対
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
見
相
続
人
は
、
果
実
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、「
利
益
（N

utzungen

）」
と
い
う
―
―
わ
が
国
に
は
規
定
の
無
い
―
―
概
念
は
、
次
の
規
定
が
根
拠
と
な
っ
て
い（

３７
）る。
す
な
わ

ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
条
利
益

物
又
は
権
利
の
果
実
及
び
物
又
は
権
利
の
使
用
か
ら
生
じ
る
利
益
は
、
利
益
（N

utzung

）
と
す
る
。

つ
ま
り
、
利
益
と
は
、
①
果
実
（
ド
イ
ツ
民
法
九
九
条
）
と
②
使
用
利
益
か
ら
成
る
、
両
者
の
上
位
概
念
で
あ（

３８
）る。
こ
の
う
ち
、
②

使
用
利
益
と
い
う
概
念
は
、
わ
が
国
の
民
法
典
に
は
規
定
が
無
い
。
し
か
し
、
果
実
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
、
と
解
さ
れ
て
い
る

（
（
３９
）

判
例
・
（
４０
）

通
説
）。

ドイツ相続法における代償財産
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要
す
る
に
、
表
見
相
続
人
が
相
続
財
産
か
ら
果
実
や
使
用
利
益
を
取
得
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
前
段
）。

２

果
実
返
還
―
―
天
然
果
実

ま
ず
、
果
実
に
つ
い
て
は
、
表
見
相
続
人
は
①
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
な
い
場
合
と
、
②
取
得
す
る
場
合
が
あ
る
。
天
然
果
実
と

法
定
果
実
で
場
合
が
分
か
れ（

４１
）る。

果
実
の
所
有
権
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
元
物
か
ら
分
離
す
る
時
の
元
物
の
所
有
者
に
帰
属
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
九
五
三
条
）。
し
た

が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
相
続
財
産
中
の
リ
ン
ゴ
の
木
を
占
有
す
る
表
見
相
続
人
は
、
リ
ン
ゴ
の
実
と
い
う
天
然
果
実
を
収
取
し
て
も
、

原
則
と
し
て
①
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
リ
ン
ゴ
の
実
の
所
有
者
は
、
リ
ン
ゴ
の
木
の
所
有
権
が
帰

属
す
る
相
続
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
人
は
、
リ
ン
ゴ
の
実
を
占
有
す
る
表
見
相
続
人
に
対
し
、
物
権
的
返
還
請
求
権
を
取

得
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
（
４２
）

前
段
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
帰
結
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
の
規
定
が
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
、

物
権
法
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
九
八
（
４３
）

五
条
）。

こ
れ
に
対
し
、
例
外
と
し
て
、
所
有
者
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
善
意
の
表
見
相
続
人
は
、
元
物
を
所
有
者
と
し
て
占
有
、
つ
ま

り
自
主
占
有
（Eigenbesitz

）
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
例
外
的
に
②
果
実
所
有
権
を
取
得
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
九
五
（
４４
）

五
条
）。
た
と
え

ば
、
相
続
財
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
善
意
で
（
自
己
物
と
し
て
）
相
続
財
産
中
の
リ
ン
ゴ
の
木
を
占
有
す
る
表
見
相
続
人
は
、
リ
ン

ゴ
の
実
を
収
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。
そ
の
と
き
は
、
相
続
人
は
、
リ
ン
ゴ
の
実
の
所
有
者
で
あ
る
表
見

相
続
人
に
対
し
、
所
有
権
移
転
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
後
段
）。
そ
の
請
求
権
は
、
債
権
的
請
求
権
で
あ（

４５
）る。

《論 説》
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３

果
実
返
還
―
―
法
定
果
実

つ
ぎ
に
、
法
定
果
実
の
返
還
は
、
解
釈
上
の
争
点
と
な
っ
て
い（

４６
）る。
た
と
え
ば
、
相
続
財
産
中
の
不
動
産
を
表
見
相
続
人
が
第
三

者
に
賃
貸
し
た
と
き
の
賃
料
債
権
を
表
見
相
続
人
が
得
た
と
き
は
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

多
数
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
相
続
人
は
、
表
見
相
続
人
に
対
し
、
法
定
果
実
（
た
と
え
ば

賃
料
債
権
）
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
返
還
請
求
権
は
、
物
権
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な（

４７
）る。
な
ぜ
な
ら
ば
、
表
見

相
続
人
が
、
相
続
財
産
中
の
物
を
売
却
す
る
か
、
賃
貸
す
る
か
に
よ
っ
て
差
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
民
法
二

〇
一
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
返
還
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ（

４８
）る。
そ
の
結
果
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
後
段

の
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
天
然
果
実
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な（

４９
）る。

こ
れ
に
対
し
、
古
い
少
数
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
の
適
用
は
な
い
。
法
定
果
実
と
し
て
の
賃
料
債
権
が

表
見
相
続
人
に
弁
済
さ
れ
て
し
ま
う
（
賃
料
が
支
払
わ
れ
て
し
ま
う
）
と
き
は
、
そ
の
金
銭
所
有
権
は
、
―
―
表
見
相
続
人
の
善
意
・
悪
意
を

問
わ
ず
に
―
―
表
見
相
続
人
に
帰
属
す
る
。
そ
し
て
、
相
続
人
は
、
債
権
的
な
返
還
請
求
権
だ
け
を
取
得
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇

条
後
段
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
賃
料
債
権
が
弁
済
さ
れ
な
い
う
ち
に
相
続
人
が
返
還
請
求
す
る
と
き
も
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇

一
九
条
の
規
定
に
従
っ
た
物
権
的
な
請
求
権
で
は
な
く
、
同
二
〇
二
〇
条
後
段
の
規
定
に
従
っ
た
債
権
的
な
請
求
権
だ
、
と
い
う
論

理
で
あ（

５０
）る。

右
の
争
い
は
、
法
定
果
実
の
返
還
請
求
権
の
法
的
性
質
が
物
権
的
か
債
権
的
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
所
有
権
に

基
づ
く
強
い
物
権
的
請
求
権
と
な
り
、
と
り
わ
け
表
見
相
続
人
破
産
の
際
に
は
、
破
産
法
四
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
取
戻
権
（A

us-

sonderungsrecht

）
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
所
有
者
た
る
表
見
相
続
人
に
対
し
、
所
有
権
移
転
と
い

う
給
付
を
求
め
る
債
権
的
請
求
権
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な（

５１
）る。

ドイツ相続法における代償財産
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４

使
用
利
益
返
還

そ
れ
に
対
し
、
使�

用�

利�

益�

返
還
に
つ
い
て
は
、
使
用
利
益
自�

体�

を
返
還
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
使
用
利
益
相�

当�

額�

の
金
銭

を
不
当
利
得
と
し
て
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
一
条
、
同
八
一
八
条
二
項
）。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
一
条
は
、
次
の
と

お
り
で
あ（

５２
）る。

す
な
わ
ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
一
条
不
当
利
得
原
則
に
よ
る
返
還
義
務

表
見
相
続
人
は
、〔
取
得
し
た
も
の
を
〕
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

不
当
利
得
返
還
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
義
務
を
負
う
。

そ
の
法
的
性
質
は
、
―
―
不
当
利
得
返
還
請
求
権
で
あ
る
の
で
―
―
も
ち
ろ
ん
債
権
的
請
求
権
で
あ（

５３
）る。
た
と
え
ば
、
表
見
相
続
人
が

相
続
財
産
中
の
不
動
産
に
居
住
し
て
い
た
と
き
は
、
使
用
利
益
と
し
て
賃
料
相
当
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

ま
と
め

結
局
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
前
段
の
規
定
は
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
物
権
法
の
規
定
の
適
用

に
よ
っ
て
同
じ
帰
結
が
導
か
れ
る
、
確
認
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
二
〇
条
独
自
の
意
義
は
、
そ
の
後
段

に
存
す
る
。
し
か
し
、
後
段
の
規
定
も
、
善
意
の
表
見
相
続
人
が
天�

然�

果�

実�

の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
き
に
相
続
人
に
対
し
て
債
権

的
返
還
請
求
権
を
取
得
さ
せ
る
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
で
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

《論 説》
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四

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
二
項
の
第
三
者
保
護
規
定

１

総
説

「
直
接
代
位
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
は
、
そ
の
直
前
の
同
二
〇
一
八
条
を
受
け
た
規
定
で
あ
り
、

直
後
の
同
二
〇
二
〇
条
と
合
わ
せ
て
、
同
二
〇
一
八
条
の
特
別
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
右
の
位
置
づ
け
を
前
提
に
、
そ
の
解
釈
を
や
や
詳
し
く
見
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
、

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
に
は
第
二
項
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
規
定
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
規
定
は
、
第
三
者
に
関
す
る
規
定
で

あ
る
。

２

原
則

表
見
相
続
人
は
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
は
無
権
利
で
あ
る
の
で
、
相
続
財
産
中
の
権
利
を
表
見
相
続
人
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
第
三
者

は
、
原
則
と
し
て
そ
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
例
外
と
し
て
、
公
信
の
原
則
の
規
定
に
従
っ
て
、
権
利
を

取
得
す
る
こ
と
が
あ
る
。

３

例
外
―
―
不
動
産

目
的
物
が
不
動
産
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
八
九
二
条
以
下
に
規
定
さ
れ
た
公
信
の
原
則
に
従
っ
て
、
表
見
相
続
人
か
ら
譲
渡
さ

れ
た
権
利
を
、
第
三
者
が
取
得
し
、
相
続
人
が
喪
失
す
る
こ
と
が
あ（

５４
）る。

ドイツ相続法における代償財産
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４

例
外
―
―
動
産

と
こ
ろ
が
、
目
的
物
が
動
産
で
あ
れ
ば
、
表
見
相
続
人
が
占
有
を
取
得
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
（
ド
イ
ツ
民
法
八
五
七
条
）、
即
時
取

得
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
第
三
者
が
即
時
取
得
の
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
な（

５５
）い。

す
な
わ
ち
―
―

ド
イ
ツ
民
法
八
五
七
条
占
有
の
相
続

相
続
人
は
、
占
有
を
承
継
す
る
。

占
有
が
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
は
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
が
、
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ（

５６
）る。

５

例
外
―
―
債
権

公
信
の
原
則
の
他
に
、
債
権
の
債
務
者
と
し
て
登
場
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
の
が
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
二
項
の
規
定
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
表
見
相
続
人
が
法
律
行
為
に
よ
っ
て
発
生
さ
せ
た
債
権
が
同
条
一
項
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
相
続
人
に
帰
属
す
る
と

き
の
債
務
者
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
は
、
①
相
続
財
産
に
よ
っ
て
発
生
し
た
債
権
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
②
法
律
行

為
の
相
手
方
が
相
続
人
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
善
意
で
あ
っ
た
と
き
は
、
表
見
相
続
人
を
債
権
者
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
債
務
者
は
、
①
ま
た
は
②
を
知
っ
た
と
き
か
ら
、
相
続
人
を
債
権
者
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
第
二

項
が
準
用
を
指
示
し
て
い
る
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
六
条
か
ら
四
〇
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
債
務
者
の
相
殺
の
利
益
を
保
護
す
る
（
ド
イ

ツ
民
法
四
〇
六
条
）
な
ど
、
債
務
者
保
護
の
規
定
で
あ（

５７
）る。

五

直
接
代
位
の
範
囲

改
め
て
、
第
一
項
の
規
定
に
戻
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
規
定

《論 説》

１６



す
る
「
直
接
代
位
」
の
理
解
を
深
め
よ
う
。

ま
ず
、
後
で
検
討
す
る
と
お
り
、
要
件
と
し
て
明
文
に
「
法
律
行
為
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
あ
く
ま
で
も
表�

見�

相�

続�

人�

の
法�

律�

行�

為�

に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
だ
け
が
本
条
の
規
定
す
る
直
接
代
位
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
規
定

と
同
様
に
、
そ
こ
で
言
う
「
法
律
行
為
」
は
単
一
の
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
を
用
い
て

さ
ら
に
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
直
接
代
位
の
対
象
と
な（

５８
）る。

六

直
接
代
位
の
要
件

１

総
説

要
件
は
、
①
表
見
相
続
人
の
権
利
取
得
、
②
法
律
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
相
続
財
産
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

の
三
つ
で
あ
る
。

２

表
見
相
続
人
の
権
利
取
得

ま
ず
、
表
見
相
続
人
が
権
利
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
有
権
や
債
権
が
典
型
で
あ（

５９
）る。

３

法
律
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

た
と
え
ば
、
表
見
相
続
人
が
相
続
財
産
中
の
現
金
で
絵
画
や
土
地
を
購
入
す
る
場
合
の
売
買
契
約
で
あ（

６０
）る。
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４

相
続
財
産
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

表
見
相
続
人
の
法
律
行
為
に
よ
る
権
利
取
得
は
、
た
と
え
ば
、
金
銭
、
動
産
、
不
動
産
ま
た
は
そ
の
他
の
諸
権
利
と
い
っ
た
相
続

財
産
を
用
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な（

６１
）い。

七

直
接
代
位
の
効
果

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
表
見
相
続
人
が
取
得
し
た
も
の
は
直�

接�

に�

（unm
ittelbar

）
相
続
人
に
帰
属
す
る
。

直
接
に
、
と
は
、
表
見
相
続
人
に
い
っ
た
ん
帰
属
す
る
こ
と
無
し
に
、
と
い
う
意
味
で
あ（

６２
）る。
表
見
相
続
人
が
取
得
し
た
も
の
は
、

相
続
財
産
の
一
部
と
な
り
、
そ
れ
を
表
見
相
続
人
が
占
有
す
る
と
き
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
八
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
返
還
義
務

を
負（

６３
）う。

表
見
相
続
人
が
取
得
し
た
も
の
が
不
動
産
所
有
権
で
あ
り
、
登
記
簿
上
の
名
義
人
が
表
見
相
続
人
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
登
記
は
現
実
の
権
利
関
係
に
合
致
し
な
い
も
の
と
な
り
、
相
続
人
は
、
更
正
登
記
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ

民
法
八
九
（
６４
）

四
条
）。第

四
節

ま
と
め

一

代
金
返
還

冒
頭
の
事
例
を
用
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
制
度
を
ま
と
め
よ
う
。

ま
ず
、
支
払
済
の
代
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
金
銭
は
、
そ
の
占
有
者
の
所
有
に

属
す
る
の
で
（
（
６５
）

判
例
）、
以
下
の
ド
イ
ツ
法
の
問
題
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

《論 説》
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仮
に
金
銭
が
共
同
相
続
関
係
（Erbengem

einschaft

）
の
所
有
に
留
ま
っ
て
い
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
九
八
五
条
の
規
定
に
従
っ
て
物

権
的
返
還
請
求
権
を
各
共
同
相
続
人
は
単
独
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
三
九
条
前
段
）。
で
は
、
支
払
済
の
一
，

八
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
現
金
は
、
誰
の
所
有
物
だ
ろ
う
か
。

当
初
、
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
は
、
相
続
開
始
以
降
、
妻
エ
ラ
と
三
人
の
孫
の
共
同
相
続
関
係
に
帰
属
し
て
い
た
。
共
同
相
続
人
は
、

相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
を
処
分
す
る
に
は
、
共
同
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
〇
条
一
項
）。
つ
ま
り
、
妻
エ
ラ

に
は
、
そ
の
現
金
の
所
有
権
を
単
独
で
売
主
Ｒ
に
対
し
て
―
―
ド
イ
ツ
民
法
九
二
九
条
一
項
の
規
定
に
従
っ
て
―
―
移
転
す
る
権
限
は
無

か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｒ
は
、
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
無
権
利
者
の
エ
ラ
か
ら
譲
渡
さ
れ
、
そ
れ
が
エ
ラ
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ

い
て
善
意
無
重
過
失
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
（
ド
イ
ツ
民
法
九
三
二
条
二
項
）、
金
銭
所
有
権
を
即
時
取
得
し
て
い
る
（
同
条
一
項
）。
一
，

八
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
所
有
者
は
、
エ
ラ
で
は
無
く
、
四
名
の
共
同
相
続
関
係
だ
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
民
法
九
三
二
条
一
項
の
「
そ
の
物

が
譲
渡
人
の
も
の
で
は
な
い
と
き
は
」
の
要
件
を
満
た
す
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
ラ
が
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
自
分
の
も
の
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
三
人
の
共
同
相
続
人
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
五
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
相
続
に
よ
っ
て
取
得
し
て
い
た
占
有

を
喪
失
し
て
い
る
た
め
、
占
有
離
脱
物
に
つ
い
て
即
時
取
得
を
否
定
す
る
例
外
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
九
三
五
条
一
項
）
の
適
用
が
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
九
三
五
条
一
項
の
規
定
は
、
金
銭
に
は
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
Ｒ
の
即
時
取
得
の
妨
げ
と
は

な
ら
な
い
。
結
局
、
Ｒ
は
、
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
所
有
者
で
あ
る
の
で
、
三
人
の
孫
た
ち
は
、
支
払
済
の
代
金
の
返
還
を
ド
イ
ツ

民
法
九
八
五
条
の
規
定
に
従
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
な（

６６
）い。

二

売
買
目
的
物
の
所
有
権

こ
れ
に
対
し
、
売
買
目
的
物
と
し
て
の
テ
レ
ビ
の
所
有
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
直
接
代
位
に
よ
っ
て
、
相

ドイツ相続法における代償財産
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続
財
産
に
帰
属
す
る
。
売
買
契
約
と
い
う
「
法
律
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
（→

第
二
節
二
４
（
６７
）

・
５
）。

分
割
対
象
は
、
現
金
二
，
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
テ
レ
ビ
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
定
相
続
分
に
従
っ
て
、
妻
エ
ラ
が
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
テ

レ
ビ
、
三
人
の
孫
が
各
六
六
七
ユ
ー
ロ
を
取
得
す
る
。

三

表
見
相
続
人
の
法
律
行
為
の
場
合

右
は
、
共
同
相
続
人
の
エ
ラ
に
よ
る
法
律
行
為
の
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
共
同
相
続
人
で
は
な
い
ヨ
ハ
ネ
ス
に
よ
る
法
律

行
為
の
場
合
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

や
は
り
、
ま
ず
、
代
金
返
還
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
共
同
相
続
人
で
あ
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
売
主
Ｒ
が
受
領
し
た
代
金
は
、

即
時
取
得
（
ド
イ
ツ
民
法
九
三
二
条
一
項
）
の
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
所
有
者
は
、
Ｒ
で

あ
っ
て
、
三
人
の
孫
た
ち
で
は
な
い
の
で
、
彼
ら
は
、
そ
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
テ
レ
ビ
の
所
有
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
一
項
が
規
定
す
る
代
位
に
よ
っ
て
、
共
同
相
続
関
係
に
帰
属
す

る
。
も
し
、
テ
レ
ビ
を
表
見
相
続
人
の
ヨ
ハ
ネ
ス
が
占
有
す
る
と
き
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
八
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
返
還
義
務

を
負
う
（→

第
三
節
七
）。
た
と
え
ば
、
妻
エ
ラ
が
テ
レ
ビ
を
取
る
な
ら
ば
、
妻
エ
ラ
に
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
テ
レ
ビ
、
三
人
の
孫
に
各

六
六
七
ユ
ー
ロ
と
い
う
分
割
と
な
り
、
妻
エ
ラ
が
ヨ
ハ
ネ
ス
に
対
し
て
物
権
的
返
還
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。

《論 説》
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第
三
章

わ
が
国
の
相
続
法
に
お
け
る
代
償
財
産

第
一
節

総
説

一

総
説

わ
が
国
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
や
同
二
〇
一
九
条
に
相
当
す
る
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、
代

償
財
産
に
関
す
る
研
究
は
、
判
例
研
究
が
先
行
し
た
。

二

相
続
法
改
正

以
下
で
裁
判
例
と
学
説
と
を
見
て
行
く
う
え
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
平
成
三
〇
年
民
法
改

正
前
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
改
正
に
よ
っ
て
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
は
、「
代
償
財

産
」
の
問
題
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し（

６８
）た。

つ
ま
り
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
に
従
っ
て
、「
遺
産
の
分
割
前
に
遺
産
に
属
す
る
財
産
が
処
分
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

共
同
相
続
人
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
、
当
該
処
分
さ
れ
た
財
産
が
遺
産
の
分
割
時
に
遺
産
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
」（
同
条
（
６９
）

一
項
）。
ま
た
、
そ
の
「
全
員
の
同
意
」
に
関（

７０
）し、
処
分
を
行
っ
た
共
同
相
続
人
に
つ
い
て
は
、「
同
意
を
得

る
こ
と
を
要
し
な
い
」（
同
条
（
７１
）

二
項
）。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
冒
頭
の
事
例
で
は
、
エ
ラ
に
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た
残
り
の
三
人
の
共
同
相
続
人
は
、

三
人
で
合
意
す
れ
ば
、
相
続
財
産
に
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
が
残
っ
て
い
る
と
擬
制
を
し
て
遺
産
分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
遺
産

ドイツ相続法における代償財産
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分
割
自
体
に
は
エ
ラ
の
合
意
も
必
要
）。

平
成
三
〇
年
改
正
法
施
行
後
は
、
右
規
定
の
運
用
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
裁
判
例
が
問
題
を
提

起
し
（
第
二
節
）、
学
説
が
そ
れ
を
整
理
し
て
き
た
（
第
三
節
）、
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
、
裁
判
例
か
ら
先
に
、
と
り
わ
け
「
代
償
財

産
」
の
言
葉
遣
い
に
注
意
し
て
見
て
行
こ
う
。

第
二
節

裁
判
例

一

総
説

ま
ず
、
遺
産
の
処
分
に
よ
っ
て
受
け
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ぶ
の
は
、
既
に
用
語
法
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い（

７２
）る。

以
下
で
は
、
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
「
代
償
財
産
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
検
索
さ
れ
る
計
六
四
裁
判
例
を
、

最
高
裁
、
高
裁
、
地
裁
・
家
裁
の
審
級
別
に
新
し
い
順
に
並
べ
て
用
語
法
を
調
べ
よ
う
。

二

最
高
裁
判
所

【
一
の
一
】
最
決
平
成
二
八
・
一
二
・
一
九
民
集
七
〇
巻
八
号
二
一
二
一
頁

〔
事
実
の
概
要
〕
遺
産
の
分
割
申
立
て
が
な
さ
れ
、
共
同
相
続
さ
れ
た
預
金
債
権
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
共
同
相
続
さ
れ
た
普
通
預
金
債
権
、
通
常
貯
金
債
権
及
び
定
期
貯
金
債
権
は
、
い
ず
れ
も
、
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然

に
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。〔
…
…
〕

裁
判
官
鬼
丸
か
お
る
の
補
足
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。〔
…
…
〕

以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
、〔
一
〕
相
続
開
始
後
に
相
続
財
産
か
ら
生
じ
た
果
実
、〔
二
〕
相
続
開
始
時
に
相
続
財
産
に
属
し
て
い

《論 説》
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た
個
々
の
財
産
が
相
続
開
始
後
に
処
分
等
に
よ
り
相
続
財
産
か
ら
逸
出
し
、
そ
の
対
価
等
と
し
て
共
同
相
続
人
が
取
得
し
た
い
わ
ゆ

る
代�

償�

財�

産�

（
例
え
ば
、
建
物
の
焼
失
に
よ
る
保
険
金
、
土
地
の
売
買
代
金
等
）、〔
三
〕
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然
に
分
割
さ
れ
た
可
分
債

権
の
弁
済
金
等
が
被
相
続
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
に
入
金
さ
れ
た
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
入
金
額
が
合
算
さ
れ
た
預
貯
金
債
権
が
遺
産

分
割
の
対
象
と
な
る
（
こ
の
こ
と
は
、
果
実
、
代�

償�

財�

産�

、
可
分
債
権
が
い
ず
れ
も
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。）」（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
本
決
定
は
、
普
通
預
金
債
権
等
に
つ
い
て
、
民
法
四
二
七
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
ら
な

い
と
い
う
解
釈
を
変
更
し
た
重
要
判
決
で
あ（

７３
）る。
そ
の
補
足
意
見
に
お
い
て
、
相
続
財
産
に
属
し
て
い
た
個
別
の
財
産
の
対
価
と
し

て
共
同
相
続
人
が
取
得
し
た
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
関
係
代
位
と
し
て
相

続
財
産
に
属
す
る
も
の
に
対
応
す
る
（→
第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
一
の
二
】
最
判
平
成
四
・
一
一
・
一
六
家
月
四
五
巻
一
〇
号
二
五
頁

〔
事
実
の
概
要
〕
法
人
に
対
す
る
遺
贈
に
つ
い
て
、
遺
留
分
権
利
者
に
よ
る
減
殺
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対
し

て
平
成
三
〇
年
改
正
前
民
法
一
〇
四
一
条
一
項
の
価
額
に
よ
る
弁
償
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
右
遺
贈
は
、
所
得
税
法
五
九
条
一
項
一

号
の
遺
贈
に
当
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
裁
判
官
大
堀
誠
一
の
補
足
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。〔
…
…
〕
相
続
財
産
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
代
償
分
割
の
方
法

に
よ
る
遺
産
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
交
付
を
受
け
た
代�

償�

財�

産�

に
対
し
て
相
続
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
る
の
で
あ
」
る
（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
こ
れ
も
補
足
意
見
中
の
用
語
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
遺
産
分
割
の
一
方
法
と
し
て
の
「
代
償
分
割
」（
一
部
の
共
同
相

ドイツ相続法における代償財産
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続
人
が
特
定
の
財
産
を
得
る
の
と
引
き
換
え
に
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
債
務
を
負
う
分
割
）
が
な
さ
れ
た
場
合
に
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同

相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
し
た
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
一
の
三
】
最
判
昭
和
五
四
・
二
・
二
二
家
月
三
二
巻
一
号
一
四
九
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
共
同
相
続
人
全
員
の
合
意
に
よ
つ
て
、
相
続
財
産
を
構
成
す
る
特
定
不
動
産
を
遺
産
分
割
前
に
第
三
者
に
売
却
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
売
却
代
金
が
相
続
財
産
に
帰
属
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
、
そ
れ
と
も
共
同
相
続
人
が
各
持
分
に

応
じ
て
個
々
に
こ
れ
を
分
割
取
得
す
る
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
共
有
持
分
権
を
有
す
る
共
同
相
続
人
全
員
に
よ
つ
て
他
に
売
却
さ
れ
た
右
各
土
地
は
遺
産
分
割
の
対
象
た
る
相
続
財
産

か
ら
逸
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
売
却
代
金
は
、
こ
れ
を
一
括
し
て
共
同
相
続
人
の
一
人
に
保
管
さ
せ
て
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
め

る
合
意
を
す
る
な
ど
の
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
相
続
財
産
に
は
加
え
ら
れ
ず
、
共
同
相
続
人
が
各
持
分
に
応
じ
て
個
々
に
こ
れ

を
分
割
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」。

〔
解
説
〕
本
判
決
で
は
、「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
相
続
財
産
中
の
土
地
を
共
同
相
続
人
全

員
が
売
却
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
代
金
が
相
続
財
産
に
は
帰
属
せ
ず
（
共
同
相
続
人
が
相
続
分
に
応
じ
て
取
得
す
る
）、
共
同
相

続
人
全
員
が
合
意
し
た
と
き
に
限
っ
て
例
外
的
に
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
重
要
判
決
で
あ（

７４
）る。
し
か
し
、

「
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
前
に
そ
の
共
有
持
分
を
処
分
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
旧
法
下
で
は
、
当
該
処
分
が
さ
れ

た
場
合
に
遺
産
分
割
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
処
理
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
は
な
く
、
ま
た
、
明
確
に
こ
れ
に
言
及
し
た

判
例
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」
と
平
成
三
〇
年
改
正
担
当
官
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ（

７５
）る。

こ
れ
に
対
し
、
共
同
相
続
人
全�

員�

の
合
意
に
よ
っ
て
売
却
を
し
た
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、「
一
部
分
割
が
行
わ
れ
た
こ
と

《論 説》
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が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
売
却
代
金
は
代
償
財
産
と
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
て
合
理
的
に
分
割
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

見
解
も
示
さ
れ
て
い（

７６
）る。

【
一
の
四
】
最
判
昭
和
五
二
・
九
・
一
九
裁
判
集
民
一
二
一
号
二
四
七
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
共
同
相
続
人
全
員
の
合
意
に
よ
っ
て
、
相
続
財
産
を
構
成
す
る
特
定
不
動
産
を
遺
産
分
割
前
に
第
三
者
に
売
却
し

た
場
合
に
お
い
て
、
各
相
続
人
は
第
三
者
に
対
し
持
分
に
応
じ
た
代
金
債
権
を
取
得
し
、
こ
れ
を
個
々
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
そ
れ
と
も
代
金
債
権
全
部
が
相
続
財
産
に
帰
属
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
共
同
相
続
人
が
全
員
の
合
意
に
よ
つ
て
遺
産
分
割
前
に
遺
産
を
構
成
す
る
特
定
不
動
産
を
第
三
者
に
売
却
し
た
と
き
は
、

そ
の
不
動
産
は
遺
産
分
割
の
対
象
か
ら
逸
出
し
、
各
相
続
人
は
第
三
者
に
対
し
持
分
に
応
じ
た
代
金
債
権
を
取
得
し
、
こ
れ
を
個
々

に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
。

〔
解
説
〕
ま
ず
、
こ
の
判
決
は
、
代
償
財
産
に
関
す
る
最
高
裁
と
し
て
の
初
め
て
の
判
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、【
一
の
三
】
と
同
趣

旨
と
解
さ
れ
て
い（

７７
）る。

も
っ
と
も
、
そ
れ
に
対
し
、「
分
割
の
た
め
に
換
価
さ
れ
た
遺
産
の
売
得
金
は
、
す
な
わ
ち
代
償
財
産
で
あ
り
、
分
割
の
対
象
と

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
遺
産
に
属
す
る
個
々
の
財
産
は
、
遺
産
分
割
に
よ
っ
て
各
共
同
相
続
人
に
終
局
的

に
配
分
さ
れ
帰
属
す
る
の
で
あ
り
、
分
割
前
の
遺
産
共
有
は
過
渡
的
時
点
に
対
処
す
る
暫
定
的
措
置
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の

も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
可
分
の
債
権
債
務
の
帰
属
す
ら
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
過
渡
的
暫
定
的
な
帰
属
な
の
で
あ
っ
て
終
局

的
に
分
割
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
慎
重
な
解
釈
も
示
さ
れ
て
い（

７８
）る。
ま
た
、「
最
高
裁
の
結
論
は
、

マ
マ

共
有
説
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
代
償
財
産
が
遺
産
に
属
し
な
い
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
解
釈
も
同
旨
で
あ
ろ（

７９
）う。

ドイツ相続法における代償財産
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三

高
等
裁
判
所

【
二
の
一
】
東
京
高
決
平
成
二
八
・
一
〇
・
一
七
判
タ
一
四
四
六
号
一
二
八
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
兄
弟
姉
妹
間
の
扶
養
に
つ
い
て
、
扶
養
権
利
者
を
扶
養
し
て
き
た
扶
養
義
務
者
Ａ
の
他
の
扶
養
義
務
者
Ｃ
に
対
す

る
扶
養
料
の
求
償
が
問
題
と
な
っ
た
。

〔
判
旨
〕
決
定
中
に
「
Ａ
に
は
母
依
頼
に
基
づ
く
借
金
負
担
と
し
て
の
貢
献
を
認
め
、
代�

償�

財�

産�

と
し
て
一
千
万
円
、
融
資
と
し
て

一
千
万
円
、
計
二
千
万
円
を
Ｃ
が
支
払
う
」
と
い
う
当
事
者
の
主
張
が
引
用
さ
れ
た
（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
扶
養
を
し
た
扶
養
義
務
者
は
、
扶
養
を
し
な
か
っ
た
扶
養
義
務
者
に
対
し
、
扶
養
料
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
（
８０
）

判
例
）。
当
事
者
が
用
い
た
「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
は
、「
扶
養
料
償
還
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

【
二
の
二
】
東
京
高
判
平
成
二
五
・
四
・
一
八
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
四
三
一
〇
五

〔
事
案
の
概
要
〕
遺
産
分
割
協
議
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
代
償
分
割
か
ら
生
じ
る
債
務
の
弁
済
が
請
求
さ
れ
、
そ
の
金
額
が
争
わ
れ

た
。

〔
判
旨
〕
判
決
中
に
「
Ｅ
か
ら
Ｃ
兄
へ
の
代�

償�

財�

産�

と
し
て
支
払
う
額
一
五
〇
〇
万
円
」
と
い
う
当
事
者
の
主
張
が
引
用
さ
れ
た

（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
遺
産
分
割
の
一
方
法
と
し
て
の
「
代
償
分
割
」
が
な
さ
れ
た
場
合
に
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す

る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。【
一
の
二
】
と
ほ
ぼ
同
じ
用
語
法
で
あ
り
、【
一
の
二
】
で
は
弁
済
後
で
あ
る
の
に
対
し
、

本
件
で
は
弁
済
前
で
あ
る
点
で
違
う
だ
け
で
あ
る
。

【
二
の
二
】
高
松
高
判
平
成
二
四
・
九
・
一
一
金
商
一
四
五
八
号
二
一
頁

《論 説》
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〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
が
Ｙ
と
の
間
で
投
資
信
託
取
引
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ａ
死
亡
後
に
そ
の
投
資
信
託
は
、
満
期
償
還
さ
れ
、

預
か
り
金
債
権
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
共
同
相
続
人
Ｘ
が
単
独
で
払
戻
し
を
請
求
し
た
。

〔
判
旨
〕「
最
高
裁
昭
和
二
九
年
判
決
は
、〔
…
…
〕
相
続
開
始
時
に
存
在
し
た
可
分
債
権
に
つ
い
て
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然
分
割

さ
れ
た
旨
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。〔
…
…
〕

Ａ
の
相
続
開
始
時
に
お
い
て
、
本
件
投
資
信
託
は
可
分
債
権
で
は
な
く
、
遺
産
分
割
の
対
象
た
る
Ａ
の
相
続
財
産
を
構
成
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
本
件
投
資
信
託
が
満
期
償
還
に
よ
っ
て
転
化
し
た
預
か
り
金
債
権
に
つ
い
て
も
、
本

件
投
資
信
託
に
代
わ
る
い
わ
ゆ
る
代�

償�

財�

産�

と
し
て
、
当
該
遺�

産�

分�

割�

の�

対�

象�

と�

な�

る�

」（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
右
「
最
高
裁
昭
和
二
九
年
判
決
」
と
は
、【
一
の
一
】
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
、
可
分
債
権
が
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
ら

な
い
と
い
う
最
判
昭
和
二
九
・
四
・
八
民
集
八
巻
四
号
八
一
九
頁
で
あ
る
。
相
続
開
始
後
に
可
分
債
権
と
な
っ
た
財
産
は
右
判
決
に

服
さ
な
い
と
述
べ
、
投
資
信
託
満
期
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
預
か
り
金
債
権
が
「
代
償
財
産
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ

ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
権
利
代
位
と
し
て
相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
２
）。

【
二
の
三
】
東
京
高
判
平
成
一
七
・
二
・
一
〇
税
務
訴
訟
資
料
二
五
五
号
順
号
九
九
三
一

〔
事
案
の
概
要
〕
税
務
署
長
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
、
Ｘ
の
亡
父
Ａ
の
死
亡
に
よ
る
相
続
お
よ
び
亡
母
Ｂ
の
死
亡
に
よ
る
相
続
に
係
る
相

続
税
の
更
正
処
分
を
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
、
代
償
分
割
の
方
法
に
よ
る
遺
産
分
割
の
際
に
取
得
し
た
債
権
に
基
づ
く
税
額
の

計
算
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
、
Ｙ
に
対
し
、
同
処
分
の
取
消
し
を
求
め
た
。

〔
判
旨
〕「
代
償
財
産
の
価
額
は
、
代�

償�

分�

割�

の
対
象
と
な
っ
た
財
産
を
現
物
で
取
得
し
た
者
が
他
の
共
同
相
続
人
又
は
包
括
受
遺

者
に
対
し
て
負
担
し
た
債
務
（
以
下
「
代�

償�

債�

務�

」
と
い
う
。）
の
額
の
相
続
開
始
の
時
に
お
け
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
」。

ドイツ相続法における代償財産
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〔
解
説
〕【
一
の
二
】【
二
の
二
】
と
同
様
、
遺
産
分
割
の
一
方
法
と
し
て
の
「
代
償
分
割
」
が
な
さ
れ
た
場
合
に
共
同
相
続
人
が
他

の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
二
の
四
】
名
古
屋
高
判
平
成
一
五
・
一
二
・
二
五
税
務
訴
訟
資
料
二
五
三
号
順
号
九
五
〇
〇

〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
の
共
同
相
続
人
Ｘ
は
、
相
続
税
の
納
付
に
関
す
る
Ｙ
の
更
正
処
分
等
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕「
Ｂ
が
Ａ
の
生
前
な
い
し
死
後
に
、
相
続
財
産
に
含
ま
れ
る
預
金
等
の
多
く
を
解
約
す
る
な
ど
し
て
、
現
金
や
他
の
預
金
、

金
融
商
品
等
に
変
化
さ
せ
て
お
り
、〔
…
…
〕
変
化
し
た
後
の
代�

償�

財�

産�

に
よ
り
遺�

産�

分�

割�

が
さ
れ
た
。〔
…
…
〕
解
約
に
よ
っ
て
得
た

〔
金
銭
で
〕
Ｊ
証
券
ｈ
フ
ァ
ン
ド
を
取
得
し
て
お
り
、
こ
れ
を
代�

償�

財�

産�

と
し
て
〔
…
…
〕」（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
共
同
相
続
人
が
、
相
続
財
産
に
属
す
る
銀
行
預
金
を
解
約
し
て
金
銭
を
取
得
し
、
そ
の
金
銭
で
購
入
し
た
金
融
商
品
を
本

判
決
は
、「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、【
一
の
一
】
と
同
じ
用
語
法
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
関
係
代
位

と
し
て
相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
二
の
五
】
福
岡
高
那
覇
支
判
平
成
一
三
・
四
・
二
六
判
時
一
七
六
四
号
七
六
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
の
共
同
相
続
人
Ｙ
が
相
続
財
産
中
の
株
式
を
無
断
で
処
分
し
、
買
主
が
こ
れ
を
即
時
取
得
し
た
場
合
に
お
い

て
、
他
の
共
同
相
続
人
Ｘ
ら
が
Ｙ
に
対
し
て
取
得
し
た
損
害
賠
償
債
権
は
、
遺
産
分
割
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
各
法
定
相
続
分
に

応
じ
て
分
割
取
得
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕
第
一
審
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
と
判
断
し
た
の
を
覆
し
、
次
の
理
由
を
述
べ
て
各
法
定
相
続
人
が
分
割
取
得
す
る
と

結
論
づ
け
た
。
そ
の
理
由
は
非
常
に
詳
細
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
仮
に
、
当
該
財
産
と
同
一
性
を
有
す
る
代�

償�

財�

産�

が
存
続
す
る

場
合
は
、
こ
れ
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
本
件
株
式
は
、
善
意
取
得
に
よ
っ
て
相
続
財
産
か
ら
逸
出

《論 説》
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し
た
も
の
で
あ
る
う
え
、〔
…
…
〕
右
預
託
金
は
本
件
売
却
代
金
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
本
件
売
却
代
金
な
い
し
右
預
託
金
は
、

本
件
株
式
と
同�

一�

性�

を
有
す
る
代�

償�

財�

産�

と
は
言
い
難
い
。〔
…
…
〕
さ
ら
に
、
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
本
件
株
式
の
代�

償�

財�

産�

で
あ
る
と
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
と
き
は
、〔
…
…
〕
共
同
相
続
人
間
に
お
い
て
も
、
遺
産
分
割
手
続
中
で
右
請
求
の
成

否
や
範
囲
・
金
額
等
に
関
し
て
解
決
困
難
な
紛
争
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
」
る
（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
Ｘ
ら
が
Ｙ
に
対
し
て
取
得
し
た
損
害
賠
償
債
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
賠
償
代
位
と
し
て
相
続
財
産
に
属
す
る

も
の
に
対
応
す
る
（→
第
二
章
第
二
節
二
３
）。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
分
割
の
対
象
と
な
る
の
に
対
し
、
本
判
決
は
、
同
一
性
が
な
い
等
の

理
由
を
詳
し
く
論
じ
た
う
え
で
、
相
続
財
産
中
の
可
分
債
権
と
同
様
に
、
分
割
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
各
共
同
相
続
人
に
各
法
定
相

続
分
に
応
じ
て
分
割
帰
属
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
も
っ
と
も
、【
一
の
一
】
の
判
例
変
更
に
よ
っ
て
相
続
財
産
中
の
預
貯
金
債
権
も

分
割
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
現
在
で
あ
れ
ば
本
判
決
の
帰
結
も
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

【
二
の
六
】
大
阪
高
判
平
成
一
三
・
二
・
二
七
金
商
一
一
二
七
号
三
〇
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
被
相
続
人
か
ら
遺
言
書
を
受
領
し
て
金
庫
内
に
保
管
し
、
被
相
続
人
の
死
後
約
一
〇
年
を
経
過
す
る
ま
で
そ
の
検

認
の
手
続
を
し
な
か
っ
た
共
同
相
続
人
Ｙ
が
、
民
法
八
九
一
条
五
号
の
規
定
す
る
相
続
欠
格
者
に
当
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
Ｙ
は
、
本
件
遺
言
書
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
、
わ
ず
か
な
代�

償�

財�

産�

を
Ｘ
ら
に
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
遺
産
を

Ｙ
が
単
独
取
得
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
」（
傍
点
を
付
け
た
）。
も
っ
と
も
、
結
論
と
し
て
は
、
相
続
欠
格
者
該
当
性
は
否
定
さ
れ
た
。

〔
解
説
〕
こ
こ
で
の
「
代
償
財
産
」
は
、
遺
言
書
に
従
っ
て
取
得
す
る
は
ず
の
財
産
に
代
わ
る
財
産
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。
珍
し
い
用
語
で
あ
る
。

【
二
の
七
】
東
京
高
判
平
成
七
・
一
・
三
〇
税
務
訴
訟
資
料
二
〇
八
号
一
四
三
頁

ドイツ相続法における代償財産
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〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
を
相
続
し
た
共
同
相
続
人
Ｘ
ら
が
、
相
続
財
産
中
の
甲
不
動
産
を
取
得
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
他
の
共
同
相

続
人
Ｂ
ら
四
名
に
対
し
て
金
員
を
支
払
う
旨
の
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
、
Ｘ
ら
の
名
義
で
甲
が
第
三
者
に
対
し
て
売

却
さ
れ
、
そ
の
代
金
の
一
部
を
Ｂ
ら
四
名
が
受
領
し
た
場
合
に
お
い
て
、
税
務
署
長
Ｙ
が
、
換
価
分
割
で
は
な
く
代
償
分
割
に
な
る

も
の
と
し
て
所
得
税
の
課
税
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
ら
が
そ
の
課
税
処
分
の
適
法
性
を
争
っ
た
。

〔
判
旨
〕
代
償
分
割
と
判
断
さ
れ
た
。

〔
解
説
〕
判
決
中
に
「
代
償
財
産
」
と
い
う
文
言
自
体
が
用
い
ら
れ
た
事
件
で
は
な
い
。

【
二
の
八
】
広
島
高
決
平
成
六
・
三
・
八
家
月
四
七
巻
二
号
一
五
一
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
の
共
同
相
続
人
間
の
遺
産
分
割
に
お
い
て
寄
与
分
の
有
無
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
右
有
価
証
券
及
び
預
金
は
、
相
続
開
始
に
よ
り
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
当
然
分
割
さ
れ
る
可
分
債
権
で
あ
り
、〔
…
…
〕

預
金
は
、〔
…
…
〕
Ａ
の
死
後
に
遺
産
で
あ
る
不
動
産
の
共
有
持
分
を
処
分
し
て
得
ら
れ
た
代�

償�

財�

産�

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
遺
産
分

割
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
続
人
三
名
は
い
ず
れ
も
同
意
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
本
件
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
。

〔
…
…
〕
定
期
預
金
に
つ
い
て
は
、〔
…
…
〕
土
地
が
売
却
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
代�

償�

財�

産�

で
あ
る
の
で
、〔
…
…
〕
Ａ
の
持
分
の
売
却

代
金
〔
…
…
〕
を
遺
産
分
割
時
の
評
価
額
と
す
る
」（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
共
同
相
続
人
が
、
相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
有
価
証
券
と
預
金
債
権
を
、
本
判
決
は
、「
代
償

財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、【
一
の
一
】【
二
の
四
】
と
同
じ
用
語
法
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
関
係
代
位
と
し

て
相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
二
の
九
】
大
阪
高
判
平
成
五
・
一
〇
・
二
七
判
タ
八
七
三
号
二
三
八
頁
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〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
の
共
同
相
続
人
Ｂ
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
甲
土
地
を
売
却
し
、
そ
の
代
金
で
乙
土
地
を
購
入
し
、
さ
ら
に

乙
を
売
却
し
、
丙
土
地
を
購
入
し
た
。
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
丙
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
る
中
で
、
特
定
の

不
動
産
が
遺
産
と
し
て
分
割
す
べ
き
代
償
財
産
で
は
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
が
訴
訟
事
項
に
属
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
代�

償�

財�

産�

と
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
の
は
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
様
な
考
え

に
よ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
争
い
は
、
相
続
財
産
に
属
し
て
い
た
客
体
の
変
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
代�

償�

請�

求�

権�

の
存
否
、
範
囲
に
関
す
る
紛
争
と
し
て
、
訴
訟
事
項
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
本
判
決
の
解
釈
論
は
、
手
続
法
上
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
用
語
と
し
て
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
転
売
し

て
取
得
し
た
不
動
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、【
一
の
一
】【
二
の
四
】【
二
の
八
】
と
同
じ
用
語
法
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
関
係
代
位
で
あ
り
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）、
か
つ
、
連
鎖
代
位
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
応
す
る
（→

第

二
章
第
二
節
二
１
）。

【
二
の
一
〇
】
東
京
高
決
昭
和
五
六
・
五
・
一
八
家
月
三
五
巻
四
号
五
五
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
相
続
財
産
か
ら
生
ず
る
相
続
開
始
後
の
家
賃
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「
遺
産
は
、
民
法
上
特
別
の
規
定
が
な
い
限
り
相
続
開
始
時
に
被
相
続
人
に
帰
属
し
て
い
た
財
産
の
み
に
限
ら
れ
る
の
は

マ
マ

当
然
で
あ
り
、
遺
産
の
果
実
で
あ
る
家
賃
収
入
が
遺
産
に
属
し
な
い
こ
と
は
、
い
う
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
遺

産
と
は
別
個
の
財
産
と
し
て
、
共
同
相
続
人
ら
の
遺
産
に
対
す
る
共
有
持
分
の
割
合
に
従
い
右
の
相
続
人
ら
に
帰
属
せ
し
む
べ
き
も

の
と
し
、
共
同
相
続
人
間
の
合
意
が
な
い
限
り
、
右
の
家
賃
収
入
を
遺
産
と
あ
わ
せ
て
分
割
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

〔
解
説
〕
本
判
決
は
、「
代
償
財
産
」
の
文
言
は
、
本
件
で
問
題
と
な
る
果
実
を
「
代
償
財
産
」
と
同
様
に
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
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べ
き
で
あ
る
と
当
事
者
が
主
張
し
た
中
で
用
い
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
本
判
決
自
体
は
、
果
実
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す

る
の
は
共
同
相
続
人
全
員
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
「
近
時
の
家
庭
裁
判
所
及
び
高
等
裁
判
所
の
実
務
に
お
い
て

〔
…
…
〕
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
見
解
を
採
用
し
た
重
要
な
判
断
で
あ（

８１
）る。

【
二
の
一
一
】
大
阪
高
決
昭
和
四
七
・
九
・
七
家
月
二
五
巻
六
号
一
二
八
頁

〔
事
案
の
概
要
〕
亡
Ａ
お
よ
び
そ
の
妻
亡
Ｂ
の
共
同
相
続
人
長
男
Ｙ
お
よ
び
他
の
兄
弟
Ｘ
ら
と
の
間
で
、
Ｙ
の
寄
与
分
の
評
価
が
争

わ
れ
た
。

〔
判
旨
〕「〔
…
…
〕
各
不
動
産
に
つ
い
て
は
、〔
…
…
〕
共
同
相
続
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｙ
は
昭
和
三
三
年
六
月
一
〇
日
右
〔
…
…
〕

山
林
を
Ｃ
に
、
同
三
六
年
九
月
二
七
日
〔
…
…
〕
各
畑
を
Ｄ
に
夫
々
売
却
し
、
代
金
合
計
一
、
〇
五
〇
万
円
を
得
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
右
一
、
〇
五
〇
万
円
を
代�

償�

財�

産�

と
し
て
遺�

産�

と�

み�

る�

の
を
相
当
と
す
る
」（
傍
点
を
付
け
た
）。

〔
解
説
〕
本
判
決
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、

【
一
の
一
】【
二
の
四
】【
二
の
八
】【
二
の
九
】
と
同
じ
用
語
法
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
関
係
代
位
に
対
応
す
る

（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

四

地
方
裁
判
所
・
家
庭
裁
判
所

そ
の
他
、
地
方
裁
判
所
・
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

【
三
の
一
】
東
京
地
判
令
和
元
・
一
〇
・
二
五
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
八
二
六
一
七

当
初
の
Ａ
会
社
株
式
が
会
社
合
併
に
よ
っ
て
Ｂ
会
社
株
式
が
発
行
さ
れ
て
端
株
に
つ
い
て
は
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

《論 説》

３２



Ｂ
株
式
と
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
び
、
遺
産
に
含
め
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
権
利
代
位
に
相
当
す
る
（→

第
二

章
第
二
節
二
２
）。

【
三
の
二
】
東
京
地
判
平
成
三
一
・
一
・
二
一
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
八
九
一
九

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
三
】
東
京
地
判
平
成
三
〇
・
七
・
六
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
五
六
五
七
四

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
四
】
東
京
地
判
平
成
三
〇
・
六
・
一
二
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
五
六
二
二
六

「
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し
た
時
点
で
、
本
件
建
物
は
焼
失
し
て
い
る
か
ら
、
本
件
共
済
金
は
本
件
建
物
の
代�

償�

財�

産�

に
当
た
る

も
の
で
あ
る
。
代�

償�

財�

産�

は
、
相
続
財
産
そ
れ
自
体
で
は
な
い
か
ら
、
遺�

産�

分�

割�

の�

対�

象�

と�

は�

な�

ら�

な�

い�

」（
傍
点
を
付
け
た
）
と
判

示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
賠
償
代
位
に
相
当
す
る
用
語
法
で
あ
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
３
）。

【
三
の
五
】
東
京
地
判
平
成
三
〇
・
三
・
二
七
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
五
二
七
三
二

と
し
よ
り
み
ょ
う
せ
き

日
本
相
撲
協
会
の
「
年
寄
名
跡
に
財
産
的
価
値
が
あ
る
か
否
か
、
Ｃ
の
相�

続�

財�

産�

に�

な�

る�

か�

否�

か�

は�

と�

も�

か�

く�

と
し
て
、
仮
に

こ
れ
が
Ｃ
の
相
続
財
産
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｃ
の
相
続
人
で
あ
る
Ｘ
が
本
件
年
寄
名
跡
の
代�

償�

財�

産�

と
さ
れ
る

名
跡
「
Ｃ
」
の
価
値
相
当
額
に
つ
い
て
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
有
す
る
と
い
え
」
な
い
、
と
判
示
さ
れ
た
（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド

イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
六
】
東
京
地
判
平
成
二
九
・
五
・
一
八
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
五
四
八
六
九

共
同
相
続
人
Ｙ
が
相
続
税
を
納
付
し
な
か
っ
た
た
め
に
被
相
続
人
Ｅ
の
預
貯
金
に
対
し
て
滞
納
処
分
が
な
さ
れ
て
徴
収
さ
れ
た
結

果
、
そ
の
預
貯
金
か
ら
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
遺
贈
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
他
の
共
同
相
続
人
Ｘ
が
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
Ｙ
に
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対
し
て
取
得
し
た
。
そ
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
「
Ｅ
の
預
貯
金
の
代�

償�

財�

産�

と
し
て
当
該
相
続
財
産
に
含
ま
れ
る
」
こ
と
が
否

定
さ
れ
た
（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
賠
償
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
３
）。

【
三
の
七
】
神
戸
地
判
平
成
二
九
・
三
・
七
税
務
訴
訟
資
料
二
六
七
号
順
号
一
二
九
八
八

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
八
】
東
京
地
判
平
成
二
八
・
九
・
八
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
三
七
三
八
三

共
同
相
続
人
の
遺
産
費
消
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
代
償
財
産
と
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
る
、
と
い
う
主
張
が
当
事
者
か

ら
な
さ
れ
た
（
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
賠
償
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
３
）。

【
三
の
九
】
東
京
地
判
平
成
二
八
・
三
・
二
九
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
三
四
六
一
三

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
一
〇
】
東
京
地
判
平
成
二
七
・
七
・
一
六
民
集
七
一
巻
二
号
三
〇
七
頁

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
一
一
】
東
京
地
判
平
成
二
七
・
六
・
五
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
三
〇
五
一
九

あ
る
財
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇

四
一
条
の
関
係
代
位
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
一
二
】
東
京
地
判
平
成
二
七
・
二
・
九
税
務
訴
訟
資
料
二
六
五
号
順
号
一
二
六
〇
二

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
一
三
】
東
京
地
判
平
成
二
七
・
一
・
一
六
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
二
四
三
八
七

相
続
財
産
に
属
す
る
預
金
債
権
を
行
使
し
て
取
得
し
た
金
銭
お
よ
び
そ
れ
を
用
い
て
取
得
し
た
株
式
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
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い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
権
利
代
位
と
関
係
代
位
の
双
方
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
一
四
】
東
京
地
判
平
成
二
七
・
一
・
一
三
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
二
四
六
一
五

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
一
五
】
仙
台
地
気
仙
沼
支
判
平
成
二
六
・
一
〇
・
一
四
自
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
四
二
号
一
三
七
頁

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
亡
Ａ
の
共
同
相
続
人
Ｘ
が
保
険
会
社
Ｙ
に
対
し
て
提
起
し
た
保
険
金
請
求
事
件
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法

二
〇
四
一
条
の
賠
償
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
３
）。

【
三
の
一
六
】
東
京
地
判
平
成
二
六
・
一
〇
・
八
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
二
一
九
二
五

裁
判
上
の
和
解
に
お
い
て
Ｙ
の
内
縁
解
消
と
財
産
分
与
が
合
意
さ
れ
た
事
件
の
訴
訟
代
理
人
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
成
功
報
酬
を
請
求

し
た
事
件
に
お
い
て
、
Ｙ
の
取
得
し
た
経
済
的
利
益
を
算
定
す
る
に
当
た
り
、
特
有
財
産
か
ら
の
価
値
変
形
物
と
い
う
意
味
で
「
い

わ
ば
代
償
財
産
と
さ
れ
た
特
有
財
産
の
流
出
分
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。
相
続
と
は
無
関
係
な
事
件
で
あ
る
。

【
三
の
一
七
】
東
京
地
判
平
成
二
六
・
三
・
二
八
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
一
八
九
一
八

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
一
八
】
東
京
地
判
平
成
二
六
・
一
・
三
〇
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
一
七
五
九
一

相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定

す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
一
九
】
東
京
地
判
平
成
二
五
・
九
・
二
〇
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
五
一
四
六
八
一

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
二
〇
】
東
京
地
判
平
成
二
四
・
九
・
一
八
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
四
九
七
〇
〇
七
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代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
二
一
】
神
戸
地
判
平
成
二
四
・
七
・
三
一
税
務
訴
訟
資
料
二
六
二
順
号
一
二
〇
一
五

相
続
税
の
増
額
再
更
正
処
分
の
違
法
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
唐
突
に
「
代
償
財
産
」
が
出
て
く
る
。
代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相

続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

【
三
の
二
二
】
東
京
地
判
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
四
九
五
六
五
一

「
将
来
の
相
続
時
に
お
け
る
代�

償�

財�

産�

と
引
換
え
に
本
件
物
件
の
権
利
を
放
棄
さ
せ
る
内
容
で
あ
り
、
相
続
開
始
前
の
相
続
の
放

棄
又
は
相
続
分
の
放
棄
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
、
現
行
法
上
、
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
の
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
当
事
者
の
主

張
で
あ
る
（
傍
点
を
付
け
た
）。
単
な
る
「
代
わ
り
の
財
産
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

【
三
の
二
三
】
東
京
地
判
平
成
二
四
・
二
・
一
〇
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
四
九
二
〇
〇
九

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
二
四
】
東
京
地
判
平
成
二
四
・
二
・
一
〇
税
務
訴
訟
資
料
二
六
二
号
順
号
一
一
八
七
六

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
二
五
】
東
京
地
判
平
成
二
三
・
一
二
・
二
一
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
五
四
九
〇
七
三
八

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
二
六
】
千
葉
地
判
平
成
二
三
・
二
・
一
八
訟
務
月
報
五
八
巻
六
号
二
五
二
八
頁

被
相
続
人
の
土
地
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係

代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
二
七
】
京
都
地
判
平
成
二
〇
・
四
・
二
四
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
八
一
四
一
二
四
二
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相
続
財
産
中
の
預
貯
金
債
権
を
共
同
相
続
人
が
引
き
出
し
て
費
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
他
の
共
同

相
続
人
が
取
得
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
相
続
財
産
に
含
め
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
賠
償

代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
３
）。

【
三
の
二
八
】
東
京
地
判
平
成
一
七
・
一
二
・
七
税
務
訴
訟
資
料
二
五
五
号
順
号
一
〇
二
二
〇

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
二
九
】
東
京
地
判
平
成
一
六
・
一
・
二
〇
税
務
訴
訟
資
料
二
五
四
号
順
号
九
五
一
五

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
三
〇
】
東
京
地
判
平
成
一
五
・
一
〇
・
三
一
税
務
訴
訟
資
料
二
五
三
号
順
号
九
四
六
二

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
三
一
】
名
古
屋
地
判
平
成
一
四
・
三
・
二
七
税
務
訴
訟
資
料
二
五
二
号
順
号
九
〇
九
五

相
続
財
産
の
一
部
を
共
同
相
続
人
が
費
消
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
の
代
わ
り
に
遺
産
分
割
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
財
産
を
「
代

償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
代
償
分
割
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
「
代
わ
り
の
財
産
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

【
三
の
三
二
】
那
覇
地
判
平
成
一
二
・
六
・
二
九
判
時
一
七
六
四
号
八
〇
頁

【
二
の
五
】
の
原
判
決
で
あ
る
。
共
同
相
続
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
権
が
分
割
の
対
象
と
な
る
、
と
い
う
判
断
を
下
し
た
も
の

の
、
控
訴
審
に
お
い
て
は
そ
れ
が
否
定
さ
れ
た
。

【
三
の
三
三
】
高
松
家
審
平
成
八
・
一
〇
・
二
一
家
月
五
一
巻
七
号
四
八
頁

「
共
同
相
続
人
の
う
ち
一
部
の
者
が
遺
産
に
属
す
る
財
産
を
遺
産
分
割
前
に
勝
手
に
処
分
し
た
と
き
は
、
財
産
の
価
値
変
形
物
に

つ
き
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
、
同
人
が
こ
れ
を
費
消
し
た
と
き
は
、
同
人
に
対
し
不
当
利
得
返
還
請
求
権
又
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
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損
害
賠
償
請
求
権
等
の
代�

償�

請�

求�

権�

が
生
ず
る
。
こ
れ
ら
の
代�

償�

財�

産�

は
遺
産
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
共
同
相
続
人
に
お
い
て
こ

れ
を
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
め
る
合
意
を
す
る
な
ど
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
、〔
…
…
〕
遺
産
分
割
の
対
象
に
加
え
得
る
と
解
す
べ

き
で
あ
る
」（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
賠
償
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
３
）。

【
三
の
三
四
】
横
浜
地
判
平
成
六
・
三
・
七
Ｔ
Ｋ
Ｃ
文
献
番
号
二
二
〇
〇
八
四
一
二

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
三
五
】
鳥
取
家
審
平
成
五
・
三
・
一
〇
家
月
四
六
巻
一
〇
号
七
〇
頁

被
相
続
人
の
土
地
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係

代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。
本
判
決
で
は
、
分
割
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
は
争
わ
れ
て
い
な
い
。

【
三
の
三
六
】
大
阪
地
判
平
成
五
・
二
・
二
六
家
月
四
七
巻
一
〇
号
七
一
頁

「
一
般
に
、
遺
産
に
属
す
る
財
産
が
、
価
値
的
に
他
の
も
の
に
変
形
し
て
な
お
存
在
す
る
限
り
、〔
…
…
〕
こ
れ
を
原
遺
産
の
い
わ

ゆ
る
代�

償�

財�

産�

と
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
ま
れ
る
〔
…
…
〕。
本
件
の
如
く
相
続
財
産
を
売
却
し
て
そ
の
代
金
で
購
入
し
た
不
動

産
は
勿
論
、
さ
ら
に
右
不
動
産
を
売
却
し
て
そ
の
代
金
で
購
入
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
も
〔
…
…
〕
右
に
い
う
代�

償�

財�

産�

性
を
肯
定

す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、〔
…
…
〕
才
覚
が
介
在
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
右
代�

償�

財�

産�

性
が
失
わ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
右
遺
産
分
割
の
際
に
同
人
の
寄
与
分
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
」（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド
イ
ツ
民
法

二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
三
七
】
長
野
家
審
平
成
四
・
一
一
・
六
家
月
四
六
巻
一
号
一
二
八
頁

「
相
続
開
始
後
に
相
続
人
の
一
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
無
断
で
遺
産
の
一
部
を
売
却
し
た
り
費
消
し
た
り
し
た
と
き
は
、
当
該

遺
産
は
本
来
は
遺
産
の
範
囲
か
ら
逸
出
し
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
は
な
り
え
ず
、
代
わ
り
に
他
の
共
同
相
続
人
の
当
該
処
分
を
行
っ

《論 説》

３８



た
相
続
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
あ
る
い
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
い
わ
ゆ
る
代�

償�

財�

産�

と
し
て
分
割
の
対
象
に
な
る
」

（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
三
八
】
前
橋
地
判
平
成
四
・
四
・
二
八
判
時
一
四
七
八
号
一
〇
三
頁

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
三
九
】
東
京
地
判
平
成
四
・
三
・
一
〇
訟
務
月
報
三
九
巻
一
号
一
三
九
頁

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
四
〇
】
松
江
家
審
平
成
三
・
五
・
二
〇
家
月
四
四
巻
七
号
六
四
頁

「
被
相
続
人
Ａ
の
財
産
（
代�

償�

財�

産�

を
含
む
）〔
…
…
〕
代�

償�

金�

〔
…
…
〕（
こ
れ
ら
は
〔
…
…
〕
当
事
者
間
に
お
い
て
遺
産
分
割
の
手
続
の
中
で
清

算
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
意
が
あ
る
の
で
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
」）（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
権
利
代

位
ま
た
は
関
係
代
位
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

【
三
の
四
一
】
東
京
地
判
平
成
二
・
一
〇
・
一
一
判
タ
七
五
七
号
二
〇
六
頁

相
続
開
始
後
に
、
被
相
続
人
Ａ
を
受
取
人
と
す
る
約
束
手
形
の
取
立
金
が
共
同
相
続
人
名
義
の
普
通
預
金
口
座
に
入
金
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、「
死
亡
後
に
入
金
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
Ａ
の
相
続
財
産
で
あ
る
債
権
の
化
体
し
た
代�

償�

財�

産�

と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
Ａ
の
相
続
人
は
、
各
自
の
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
そ
の
全
部
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」（
傍
点
を
付
け
た
）。
ド
イ

ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
権
利
代
位
お
よ
び
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
２
・
４
）。

【
三
の
四
二
】
浦
和
地
判
平
成
元
・
二
・
二
七
税
務
訴
訟
資
料
一
六
九
号
三
八
二
頁

代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
三
の
四
三
】
東
京
家
審
昭
和
六
二
・
一
〇
・
五
家
月
四
〇
巻
五
号
一
四
九
頁

ドイツ相続法における代償財産
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相
続
財
産
中
の
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
売
却
代
金
一
〇
万
円
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
と
判
断
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一

条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
四
四
】
熊
本
家
玉
名
支
審
昭
和
六
一
・
二
・
二
五
家
月
四
〇
巻
一
一
号
九
三
頁

【
三
の
四
八
】
の
抗
告
審
で
あ
る
。
相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
び
、
遺
産

分
割
の
対
象
と
し
た
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
四
五
】
大
阪
地
判
昭
和
五
八
・
四
・
二
五
家
月
三
六
巻
八
号
一
二
六
頁

相
続
財
産
に
属
す
る
農
地
借
地
権
を
共
同
相
続
人
が
合
意
解
除
し
、
離
農
補
償
と
し
て
農
地
お
よ
び
金
銭
を
取
得
し
た
場
合
に
お

い
て
、
農
地
に
つ
い
て
は
「
代
償
財
産
」
と
し
て
分
割
の
対
象
と
し
た
が
、
金
銭
に
つ
い
て
は
「
相
続
財
産
に
法
主
体
性
を
認
め
る

か
の
よ
う
な
代�

償�

請�

求�

権�

な
る
概
念
を
も
う
け
、
こ
れ
を
相
続
財
産
と
い
う
こ
と
は
〔
…
…
〕
で
き
な
い
」
と
分
割
の
対
象
と
し
な

か
っ（

８２
）た。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
四
六
】
京
都
地
判
昭
和
五
五
・
五
・
九
民
集
四
〇
巻
二
号
三
九
七
頁

当
事
者
の
主
張
に
お
い
て
「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
が
、
内
容
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

【
三
の
四
七
】
神
戸
家
尼
崎
支
審
昭
和
五
〇
・
五
・
三
〇
家
月
二
八
巻
五
号
三
八
頁

「
遺
産
分
割
の
対
象
に
つ
い
て
は
〔
…
…
〕、
遺
産
分
割
の
性
質
上
原
則
と
し
て
現
存
す
る
遺
産
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
分
割
時
ま

で
に
処
分
さ
れ
又
は
滅
失
し
た
財
産
の
代�

償�

財�

産�

が
現
存
す
る
と
き
は
公
平
の
見
地
か
ら
そ
れ
を
も
分
割
の
対
象
と
な
し
う
る
も
の

と
〔
…
…
〕
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
遺
産
分
割
の
対
象

と
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
四
八
】
熊
本
家
玉
名
支
審
昭
和
四
三
・
九
・
三
家
月
二
二
巻
一
号
九
三
頁

《論 説》
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相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
び
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
た
。
ド
イ
ツ
民
法

二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

【
三
の
四
九
】
神
戸
家
明
石
支
審
昭
和
四
〇
・
二
・
六
家
月
一
七
巻
八
号
四
八
頁

相
続
財
産
に
属
す
る
株
式
を
売
却
し
て
取
得
し
た
金
銭
を
「
代
償
財
産
と
称
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
審

判
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
（→

第
二
章
第
二
節
二
４
）。

五

ま
と
め

１

多
様
な
用
語
法

最
高
裁
四
件
、
高
裁
一
一
件
、
地
裁
・
家
裁
四
九
件
、
計
六
四
件
中
、
用
語
法
の
多
い
順
に
並
べ
よ
う
（
重
複
あ
り
）。

①
代
償
分
割
に
お
い
て
共
同
相
続
人
が
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
譲
渡
す
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
呼
ぶ
も
の
二
四
件
。

【
一
の
二
】【
二
の
二
】【
二
の
三
】【
三
の
二
】【
三
の
三
】【
三
の
七
】【
三
の
九
】【
三
の
一
〇
】【
三
の
一
二
】【
三
の
一
四
】【
三

の
一
七
】【
三
の
一
九
】【
三
の
二
〇
】【
三
の
二
一
】【
三
の
二
三
】【
三
の
二
四
】【
三
の
二
五
】【
三
の
二
八
】【
三
の
二
九
】【
三

の
三
〇
】【
三
の
三
四
】【
三
の
三
八
】【
三
の
三
九
】【
三
の
四
二
】
で
あ
る
。

②
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
関
係
代
位
に
対
応
す
る
も
の
二
二
件
。【
一
の
一
】【
一
の
三
】【
一
の
四
】【
二
の
四
】

【
二
の
八
】【
二
の
九
】【
二
の
一
一
】【
三
の
五
】【
三
の
一
一
】【
三
の
一
三
】【
三
の
一
八
】【
三
の
二
六
】【
三
の
三
五
】【
三
の

三
六
】【
三
の
三
七
】【
三
の
四
一
】【
三
の
四
三
】【
三
の
四
四
】【
三
の
四
五
】【
三
の
四
七
】【
三
の
四
八
】【
三
の
四
九
】

③
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
賠
償
代
位
に
対
応
す
る
も
の
八
件
。【
二
の
五
】【
三
の
四
】【
三
の
六
】【
三
の
八
】

【
三
の
一
五
】【
三
の
二
七
】【
三
の
三
二
】【
三
の
三
三
】

ドイツ相続法における代償財産
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④
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
規
定
す
る
権
利
代
位
に
対
応
す
る
も
の
四
件
。【
二
の
二
】【
三
の
一
】【
三
の
一
三
】【
三
の
四

一
】⑤

そ
の
他
六
件

【
二
の
一
】（
扶
養
料
償
還
）【
二
の
六
】（
遺
言
書
に
従
っ
て
取
得
す
る
は
ず
の
財
産
に
代
わ
る
財
産
）【
三
の
一
六
】（
特
有
財
産
の
流
出
分
）【
三

の
二
二
】（
単
な
る
「
代
わ
り
の
財
産
」）【
三
の
三
一
】（
単
な
る
「
代
わ
り
の
財
産
」）【
三
の
四
六
】（
内
容
不
明
）

２

大
別
し
て
二
種

非
常
に
多
様
な
用
語
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
③
④
は
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
に
規
定
さ
れ
る
「
直
接
代
位
」
で

あ
り
、
効
果
は
同
一
で
あ
る
の
で
効
果
と
の
関
係
で
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
意
味
は
な
い
（→

第
二
章
第
二
節
三
）。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
と
、
①
二
四
件
、
②
③
④
三
二
件
（
重
複
が
あ
る
た
め
）、
⑤
六
件
と
な
る
。

３

分
割
対
象
性

そ
の
三
二
件
の
う
ち
結
論
が
不
明
確
な
も
の
、
お
よ
び
共
同
相
続
人
全
員
の
同
意
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
分
割
対
象
と
な
る
と
判

断
し
た
の
が
、【
二
の
二
】【
二
の
四
】【
二
の
一
一
】【
三
の
一
】【
三
の
一
五
】【
三
の
一
八
】【
三
の
二
七
】【
三
の
三
二
】【
三
の

三
六
】【
三
の
三
七
】【
三
の
四
三
】【
三
の
四
四
】【
三
の
四
五
】【
三
の
四
七
】【
三
の
四
八
】
の
一
五
件
、
な
ら
な
い
と
判
断
し
た

の
が
、【
一
の
三
】【
一
の
四
】【
二
の
五
】【
三
の
四
】【
三
の
六
】【
三
の
八
】【
三
の
四
一
】【
三
の
四
九
】
の
八
件
で
あ
る
。

一
五：

八
で
あ
る
の
で
、
分
割
対
象
性
肯
定
説
の
方
が
多
数
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
否
定
説
も
無
視
で
き
な
い
件
数
が
存
在
す
る
。

ま
た
、
学
説
上
は
、
裁
判
例
で
は
肯
定
説
が
優
勢
、
と
い
う
分
析
が
な
さ
れ
て
お（

８３
）り、

そ
れ
が
裏
付
け
ら
れ
た
恰
好
で
あ
る
。

《論 説》
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４

肯
定
さ
れ
る
べ
き
多
様
性

そ
も
そ
も
法
律
用
語
が
明
確
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
し
か
し
、「
代
償
財
産
」
に
関
す
る
限
り
、
紛
ら
わ
し
い

用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
右
の
区
別
で
言
え
ば
、
①
と
②
③
④
の
区
別
が
重
要
で
あ
る
が
、
区
別
不
能
の
も
の
は
な
か
っ
た
。「
代

償
財
産
」
の
語
が
法
文
に
根
拠
の
無
い
以
上
、
そ
の
含
意
に
幅
が
出
て
く
る
の
は
致
し
方
な
く
、
文
脈
か
ら
意
味
が
一
義
的
に
読
み

取
れ
る
よ
う
使
わ
れ
て
い
る
以
上
、
裁
判
例
を
も
っ
て
用
語
が
乱
れ
て
い
る
、
と
咎
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

５

平
成
以
降
の
用
語
で
あ
る
こ
と

「
代
償
財
産
」
は
、
①
の
意
味
に
お
い
て
も
、
②
③
④
の
意
味
に
お
い
て
も
、
比
較
的
新
し
い
用
語
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
期
の
裁
判
例
が
五
三
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
昭
和
期
の
裁
判
例
は
一
一
件
だ
け
に
止
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
し
か
し
、【
一
の
三
】
最
高
裁
昭
和
五
四
年
判
決
が
昭
和
末
期
に
出
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
か
と
推
測
さ
れ
る
。

６

表
見
相
続
人
の
裁
判
例
の
不
存
在

ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
に
お
い
て
目
に
付
く
の
が
、
表
見
相
続
人
の
登
場
す
る
裁
判
例
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は

不
明
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
で
は
、
相
続
回
復
請
求
権
の
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
影

響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
平
成
三
〇
年
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
が
、「
同
条
一
項
は
、〔
…
…
〕

〔
…
…
〕
そ
の
文
言
上
、
当
該
処
分
が
共
同
相
続
人
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
以
外
の
第
三
者
に
よ
る
も
の
か
で
区
別
し
て
い
な
い
か

ら
、
同
項
に
つ
い
て
は
、
遺
産
分
割
前
に
遺
産
に
属
す
る
財
産
が
相
続
人
以
外
の
第
三
者
で
あ
る
場
合
に
も
適
用
が
あ
る
」
と
さ
れ
、

ドイツ相続法における代償財産

４３



同
項
一
項
が
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
の
規
定
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
同
条
二
項
に
つ
い
て
は
適
用
が
無
い
こ
と
が

明
言
さ
れ
て
（
８４
）

い
る
）。

７
「
直
接
代
位
」
に
相
当
す
る
「
代
償
財
産
」

結
局
、
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
が
意
味
を
な
す
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
直
接
代
位
と
の
対
比
で
あ
る
。

ま
ず
、
用
語
法
の
明
ら
か
な
違
い
が
目
に
付
く
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
「
直
接
代
位
」
と
い
う
制
度
を
指
す
言
葉
が

用
い
ら
れ
て
、「
代
償
財
産
（Surrogat

）」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
（→

第
二
章
第
二
節
一
２
）。
そ
れ
に
対
し
、
わ

が
国
で
は
、「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。

そ
の
違
い
の
由
来
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
、「
直
接
代
位
（U

nm
ittelbare

Ersetzung

）」
と
い
う
表
題
の
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
制

度
を
指
す
「
直
接
代
位
」
あ
る
い
は
そ
の
同
義
語
の
「
代
位
（Surrogation

）」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
制

度
に
よ
っ
て
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
財
産
を
「
代
償
財
産
」
と
い
う
語
で
表
現
す
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
わ

が
国
で
は
、
そ
も
そ
も
右
に
相
当
す
る
制
度
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
制
度
を
表
現
す
る
言
葉
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
制
度
が
な
く
て
も
、
実
務
上
は
、
相
続
財
産
中
の
財
産
の
価
値
変
形
物
が
登
場
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
価
値
変
形
物

を
と
り
あ
え
ず
「
代
償
財
産
」
と
表
現
し
て
、
分
割
の
対
象
を
議
論
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
に
、
従
来
の
議
論
を
振
り
返
る
と
、
右
の
仮
説
が
ま
ん
ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
を
次
に

見
よ
う
。

《論 説》
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第
三
節

学
説

一

問
題

１

総
説

改
め
て
、
わ
が
国
で
は
従
来
ど
の
よ
う
な
形
で
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た
か
。
こ
の
問
題
の
指
導
研
究
と
思
わ
れ
る
高
木
多
喜
男

博
士
の
整
理
を
用
い
て
説
明
し
よ（

８５
）う。

す
な
わ
ち
、
相
続
開
始
後
か
つ
遺
産
分
割
前
に
、
相
続
財
産
中
の
個
別
の
財
産
が
処
分
、
滅

失
ま
た
は
損
傷
に
よ
っ
て
他
の
物
（
価
値
変
形
物
）
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
産
分
割
の
方
法
と
し
て
は
、

技
術
的
に
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

２

三
つ
の
方
法

①
遺
産
よ
り
分
離
さ
れ
た
財
産
（
分
離
（
８６
）

財
産
）
を
遺
産
分
割
時
に
遺
産
中
に
現
存
す
る
も
の
と
擬
制
し
、
こ
れ
を
遺
産
分
割
の
対

象
と
す
る
。

②
遺
産
分
割
時
に
現
存
し
な
い
財
産
を
遺
産
分
割
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
そ
の
代
わ
り
、
代
償
財
産
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す

る
。
処
分
の
場
合
に
は
売
却
代
金
、
滅
失
・
損
傷
の
場
合
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
ま
た
は
保
険
金
請
求
権
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

③
分
離
財
産
も
代
償
財
産
も
遺
産
分
割
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
他
の
遺
産
だ
け
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
。
滅
失
・
損
傷
等

に
よ
っ
て
共
同
相
続
人
の
一
部
に
対
し
て
他
の
共
同
相
続
人
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
す
る
と
き
は
、
別
途
給
付
訴
訟
を
提
起
す

べ
き
こ
と
に
な
る
。

ドイツ相続法における代償財産
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二

ド
イ
ツ
法

ま
ず
、
第
一
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
法
の
制
度
を
右
の
観
点
か
ら
説
明
し
直
し
て
み
よ
う
。

ド
イ
ツ
法
は
、
徹
底
し
て
②
の
方
法
を
追
求
し
て
い
る
。
主
た
る
根
拠
条
文
が
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

処
分
等
の
主
体
が
表
見
相
続
人
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
も
②
の
方
法
を
採
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
）。

三

平
成
三
〇
年
改
正
前

１

実
務
上
の
運
用

そ
れ
に
対
し
わ
が
国
で
は
、【
一
の
三
】
の
最
高
裁
昭
和
五
四
年
判
決
の
理
解
が
そ
も
そ
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
尊

重
す
る
と
、
③
の
方
法
を
原
則
と
し
て
共
同
相
続
人
全
員
が
合
意
し
た
場
合
に
は
②
の
例
外
が
採
ら
れ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

（
８７
）う。
東
京
家
庭
裁
判
所
家
事
第
五
部
の
運
用
上
も
合
意
の
有
無
で
区
別
し
て
い
た
よ
う
で
あ（

８８
）る。

し
か
し
、
平
成
三
〇
年
改
正
担
当
官
が
「
明
確
に
こ
れ
に
言
及
し
た
判
例
も
見
当
た
ら
な
」
い
、
と
し
て
い
た
点
も
看
過
で
き
な（

８９
）い。

２

学
説
と
そ
の
理
由
付
け

裁
判
例
に
対
し
、
学
説
で
は
、
明
確
に
②
を
原
則
と
す
べ
き
と
さ
れ
て
い（

９０
）た。
そ
の
理
由
付
け
は
、
主
に
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一

条
の
規
定
で
あ（

９１
）る。
も
っ
と
も
、
明
文
の
規
定
の
な
い
わ
が
国
で
物
上
代
位
と
同
様
の
制
度
を
解
釈
に
よ
っ
て
導
き
出
す
の
は
無
理

が
あ
る
と
同
時
に
指
摘
さ
れ
て
い（

９２
）た。

も
し
③
の
方
法
を
採
る
と
、
相
続
財
産
を
勝
手
に
処
分
等
さ
れ
た
他
の
共
同
相
続
人
は
、
損

害
賠
償
等
を
求
め
て
別
途
民
事
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訴
訟
経
済
上
望
ま
し
く
な
い
こ
と
も
的
確
に
指
摘
さ
れ（

９３
）た。

《論 説》
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３

遺
産
共
有
の
性
質
論
と
の
関
係

遺
産
共
有
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
合
有
説
と
共
有
説
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ド
イ
ツ
（→

第
二
章
第
二
節
三
）
と
わ
が
国
の
通
説

で
あ（

９４
）る。

そ
の
た
め
、
合
有
説
に
立
て
ば
ド
イ
ツ
流
に
②
で
、
共
有
説
に
立
て
ば
③
で
、
と
い
う
性
質
論
と
の
関
係
が
説
か
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
代
償
財
産
が
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
ま
れ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
遺
産
共
有
の
性
質
論
と
は

少
な
く
と
も
直
接
の
関
係
は
な
い
、
と
捉
え
ら
れ
て
い（

９５
）る。

四

平
成
三
〇
年
改
正
後

１

新
法
の
解
釈

改
正
後
は
、
①
の
合
意
が
あ
れ
ば
①
で
、
①
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
②
の
合
意
が
あ
れ
ば
②
で
（
実
際
に
は
、
①
の
合
意
が
な
く
て
②

の
合
意
が
あ
る
場
合
は
無
い
だ
ろ
う
）、
①
の
合
意
も
②
の
合
意
も
な
け
れ
ば
③
で
、
と
な
り
そ
う
で
あ（

９６
）る。

も
っ
と
も
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
を
立
法
し
た
意
図
が
、
従
来
の
判
例
を
排
除
す
る
こ
と
に
も
及
ぶ
、
と
い
う
解
釈
も
成

り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
は
っ
き
り
し
な（

９７
）い。

２

画
期
的
立
法

あ
り
得
る
解
釈
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
を
新
設
し
た
こ
と
は
、
比
較
法
上
画
期
的
で
あ
り
、

高
く
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
②
の
代
償
財
産
を
分
割
の
対
象
と
す
る
方
法
と
ほ�

ぼ�

同�

じ�

結
論
を
、「
代
償
財
産
」

概
念
を
用
い
ず
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ（

９８
）る。「

代
償
財
産
」
概
念
を
用
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
由
付
け
と
し
て
、
物

上
代
位
を
議
論
す
る
必
要
も
な
い
。「
代
償
財
産
」
類
似
の
制
度
―
―
と
り
わ
け
民
法
三
〇
四
条
の
物
上
代
位
と
民
法
四
二
二
条
の
二
の
代
償
請

ドイツ相続法における代償財産

４７



求
権
―
―
と
の
比
較
も
不
要
で
あ
る
。

右
の
理
解
に
対
し
て
は
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
が
従
来
の
判
例
を
明
文
化
し
た
も
の
、
と
い
う
説
明
が
見
ら
れ（

９９
）る。
し
か

し
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
が
相
続
財
産
に
入
れ
る
の
は
、
代
償
財
産
で
は
な
く
分
離
財
産
な
の
で
、
判
例
の
明
文
化
で
は
な

く
、
完
全
に
新
し
い
制
度
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
務
上
は
代
償
財
産＝

分
離
財
産
と
同
一
視
し
て
い
る
よ
う
で
あ（

１００
）る。

実
務
へ
の
影
響
も
大
き
い
と
予
想
さ
れ
て
い（

１０１
）る。
平
成
三
〇
年
改
正
の
中
で
目
玉
扱
い
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
不
思
議
な
く
ら
い
で

あ
る
。

な
お
、
こ
の
制
度
は
ド
イ
ツ
法
の
直
接
代
位
の
制
度
と
ほ�

ぼ�

同�

じ�

帰
結
を
導
く
が
、
現
時
点
に
お
い
て
既
に
ド
イ
ツ
法
と
の
違
い

を
二
点
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

果
実
に
関
す
る
違
い

第
一
に
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
が
「
処
分
」
を
要
件
と
し
て
い
る
た
め
、
文
言
上
は
要
件
が
相
当
に
狭
い
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
関�

係�

代
位
だ
け
を
含
み
、
権�

利�

代
位
と
賠�

償�

代
位
を
含
ま
な
い
（→

第
二
章
第
二
節
二
２
・
３
・

４
）。
し
た
が
っ
て
、
共
同
相
続
人
の
一
人
が
勝
手
に
相
続
財
産
を
売
却
し
た
場
合
に
は
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て

他
の
共
同
相
続
人
は
保
護
さ
れ
る
。
し
か
し
、
相
続
財
産
か
ら
共
同
相
続
人
が
収
取
し
た
果�

実�
（
１０２
）や、
共
同
相
続
人
が
相
続
財
産
を
故

意
過
失
に
よ
っ
て
滅
失
さ
せ
た
場
合
の
不
法
行
為
に
よ
る
損�

害�

賠�

償�

請�

求�

権�
（
１０３
）は、
同
条
の
規
定
の
適
用
可
能
性
が
な（

１０４
）い。
も
っ
と
も
、

審
議
過
程
の
議
論
に
よ
れ
ば
、「
滅
失
・
毀
損
」
も
「
処
分
」
に
含
む
と
拡
大
解
釈
す
る
そ
う
な
の
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
損
害
賠

償
請
求
権
の
問
題
は
生
じ
な（

１０５
）い。

し
か
し
、
果
実
に
つ
い
て
の
問
題
が
残
り
、
そ
の
点
で
、
他
の
共
同
相
続
人
の
保
護
が
ド
イ
ツ
法

よ
り
も
薄
い
。
他
の
共
同
相
続
人
は
別
途
給
付
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
実
を
収
取
す
る
に

《論 説》
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は
資
本
や
労
働
力
を
投
下
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
投
下
し
た
共
同
相
続
人
に
有
利
で
あ
る
べ
き
、
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ

の（
１０６
）で、
い
ち
が
い
に
ド
イ
ツ
法
の
帰
結
が
優
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ド
イ
ツ
と
は
違
う
、
と
指
摘
す
る
に
留
め
よ
う
。

視
点
を
変
え
て
、
わ
が
国
の
裁
判
例
の
分
析
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
件
数
は
そ
れ
ぞ
れ
関
係
代
位
二
二
件
、
権
利
代
位
八
件
お

よ
び
賠
償
代
位
四
件
で
あ
り
、
断
然
関
係
代
位
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
関
係
代
位
（
と
賠
償
代
位
）
を
カ
バ
ー
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
で
ひ
と
ま
ず
十
分
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

４

大
き
い
代
償
財
産
の
場
合
の
違
い

も
う
一
点
ド
イ
ツ
法
と
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
共
同
相
続
人
の
一
人
が
上
手
な
取
引
を
し
て
、
分
離
財
産
よ

り
大
き
い
代
償
財
産
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
額
相
続
財
産
に
帰
属
し
、
共
同
相
続
人
全
員
が

利
益
を
受
け
る
。
そ
れ
に
対
し
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
に
従
う
と
、
代
償
財
産
と
分
離
財
産
の
差
額
分
に
つ
い
て
は
、
処
分

当
事
者
の
共
同
相
続
人
が
独
占
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
他
の
共
同
相
続
人
の
保
護
が
ド

イ
ツ
法
よ
り
も
薄
い
。
し
か
し
、
―
―
果
実
の
場
合
と
同
様
―
―
、
分
離
財
産
よ
り
大
き
い
代
償
財
産
を
取
得
す
る
に
は
、
才
覚
や
労

力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
た
共
同
相
続
人
に
差
額
を
独
占
さ
せ
る
べ
き
、
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
の
で
、
い
ち
が
い
に

ド
イ
ツ
法
の
帰
結
が
優
っ
て
い
る
と
は
言
え
な（

１０７
）い。
ド
イ
ツ
と
は
違
う
、
と
指
摘
す
る
に
留
め
よ
う
。
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定

は
む
し
ろ
、
金�

銭�

を
費
消
し
た
場
合
を
主
に
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ドイツ相続法における代償財産

４９



第
四
節

ま
と
め

一

代
金
返
還

冒
頭
の
事
例
は
（→

第
一
章
二
）、
わ
が
国
で
は
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
三
人
の
孫
た
ち
は
、
売
主
Ｒ
に
対
し
て
支
払
済
の
代
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
金
銭
は
、

そ
の
占
有
者
の
所
有
に
属
す
る
の
で
、
ド
イ
ツ
法
よ
り
も
強
く
売
主
の
動
的
安
全
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
成
三
〇
年
改

正
前
後
を
通
じ
て
不
変
で
あ
る
。

二

売
買
目
的
物
の
所
有
権

そ
れ
に
対
し
、
売
買
目
的
物
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
大
き
く
変
わ
っ
た
。

平
成
三
〇
年
改
正
前
は
、
テ
レ
ビ
所
有
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
妻
エ
ラ
は
同
意
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
遺
産
分

割
の
対
象
は
、
現
金
二
，
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
定
相
続
分
に
従
っ
て
、
妻
エ
ラ
一
，
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
三
人
の

孫
が
各
三
六
七
ユ
ー
ロ
を
取
得
す
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
三
人
の
孫
は
、
妻
エ
ラ
に
対
し
て
、
各
三
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
不
当
利
得
返
還

請
求
権
ま
た
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
請
求
権
を
実
現
す
る
に
は
別
途
給
付
の
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

平
成
三
〇
年
改
正
後
は
、
民
法
九
〇
六
条
の
二
の
規
定
に
従
っ
て
、
三
人
の
孫
が
合
意
す
れ
ば
、
妻
エ
ラ
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
，

〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
が
分
割
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
妻
エ
ラ
は
既
に
一
，
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
相
当
の
テ
レ
ビ
を
取
得
し
て
い
る
の
で
、

現
金
は
、
妻
エ
ラ
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
三
人
の
孫
が
各
六
六
七
ユ
ー
ロ
を
取
得
す
る
。
三
人
の
孫
に
と
っ
て
は
改
正
後
の
方
が
断
然
有

《論 説》
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利
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
帰
結
で
あ
る
。

三

表
見
相
続
人
の
法
律
行
為
の
場
合

共
同
相
続
人
で
は
な
い
ヨ
ハ
ネ
ス
に
よ
る
購
入
の
場
合
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
代
金
返
還
に
つ
い
て
は
、
右
と
同
様
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
売
買
目
的
物
の
扱
い
も
、
大
し
て
変
わ
ら
な
い
。

平
成
三
〇
年
改
正
前
で
あ
れ
ば
、
遺
産
分
割
の
対
象
の
現
金
二
，
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
、
妻
エ
ラ
一
，
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
三
人
の
孫

が
各
三
六
七
ユ
ー
ロ
に
分
割
す
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
ヨ
ハ
ネ
ス
に
対
し
、
妻
エ
ラ
九
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
三
人
の
孫
各
三
〇
〇
ユ
ー
ロ

の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
ま
た
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
す
る
。

平
成
三
〇
年
改
正
後
は
、
四
人
の
共
同
相
続
人
全
員
が
合
意
す
れ
ば
、
―
―
二
と
同
様
―
―
四
，
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
分
割
す
る
こ
と

が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
、
残
り
の
現
金
二
，
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
、
妻
エ
ラ
一
，
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
三
人
の
孫
が
各
三
六
七

ユ
ー
ロ
に
分
割
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
ス
に
対
し
、
妻
エ
ラ
が
九
〇
〇
ユ
ー
ロ
、
三
人
の
孫
が
各
三
〇
〇
ユ
ー
ロ
の

不
当
利
得
返
還
請
求
権
ま
た
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
す
る
。

仮
に
、
法
文
か
ら
は
離
れ
る
が
、
代
償
財
産＝

分
離
財
産
と
同
一
視
す
る
と
い
う
運
用
が
可
能
だ
と
し
よ
う
（→

第
三
節
四
２
）。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
テ
レ
ビ
所
有
権
を
含
め
て
分
割
し
（
た
と
え
ば
、
妻
エ
ラ
が
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
テ
レ
ビ
、
三
人
の
孫
各
六
六
七
ユ
ー
ロ
）、
テ

レ
ビ
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
共
同
相
続
人
（
エ
ラ
）
が
、
表
見
相
続
人
の
ヨ
ハ
ネ
ス
に
対
し
、
物
権
的
返
還
請
求
権
を
行
使
す

る
、
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
運
用
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
の
帰
結
と
同
じ
に
な
る
。

ドイツ相続法における代償財産

５１



第
四
章

結
論

一
「
代
償
財
産
」
の
多
様
性

ま
ず
、
わ
が
国
で
は
「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
は
、
―
―
「
代
償
請
求
権
」
と
い
う
語
と
同
様
に
―
―
非
常
に
多
様
な
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（→

第
三
章
第
二
節
五
１
）。

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
一
九
条
や
同
二
〇
四
一
条
に
相
当
す
る
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
裁
判
例
に
お
け
る
用
語
法
が
安
定

し
な
い
の
は
致
し
方
が
無
い
。
ま
た
、
そ
の
多
様
性
は
、
混
乱
を
生
ん
で
い
る
様
子
も
な
い
の
で
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（→

第
三
章
第
二
節
五
４
）。

二

実
質
的
な
差
異

共
同
相
続
人
の
一
人
が
勝
手
に
相
続
財
産
を
処
分
し
た
場
合
に
お
い
て
、
従
来
は
他
の
相
続
人
の
地
位
が
わ
が
国
で
は
弱
く
ド
イ

ツ
で
は
強
い
、
と
い
う
差
異
が
際
立
っ
て
い
た
（→
第
三
章
第
四
節
二
）。
し
か
し
、
平
成
三
〇
年
民
法
改
正
に
よ
っ
て
民
法
九
〇
六

条
の
二
の
規
定
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
違
い
は
著
し
く
小
さ
く
な
っ
て
い
る
（→

第
三
章
第
三
節
四
２
）。
そ
れ
で
も
、

①
果
実
を
取
得
し
た
場
合
（→

第
三
章
第
三
節
四
３
）
と
②
大
き
い
代
償
財
産
を
取
得
し
た
場
合
（→

第
三
章
第
三
節
四
４
）
の
扱
い
が
明

ら
か
に
違
っ
て
い
る
。

三

表
見
相
続
人
に
よ
る
処
分

も
う
一
つ
、
日
独
の
明
ら
か
な
違
い
は
、
わ
が
国
で
は
、
表
見
相
続
人
の
処
分
に
よ
る
「
代
償
財
産
」
の
裁
判
例
が
存
在
し
な
い

《論 説》
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こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
た
め
の
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
は
っ

き
り
し
な
い
（→

第
三
章
第
二
節
五
６
）。
ま
た
、
表
見
相
続
人
が
相
続
財
産
を
処
分
す
る
場
合
に
違
い
が
残
り
そ
う
で
あ
る
（→

第
三

章
第
四
節
三
）。

四

今
後
の
課
題

①
用
語
に
つ
い
て
も
、
②
当
事
者
の
有
利
不
利
に
つ
い
て
も
、
③
表
見
相
続
人
の
処
分
の
場
合
に
つ
い
て
の
相
続
回
復
請
求
権
に

つ
い
て
も
、
そ
の
明
文
の
規
定
の
有
無
だ
け
で
な
く
裁
判
例
も
含
め
て
考
察
す
る
と
、
日
独
の
違
い
が
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

稿
で
は
、
違
い
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
そ
の
理
由
や
妥
当
性
に
ま
で
及
ぶ
深
い
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
回
の

「
代
償
財
産
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
た
調
査
を
契
機
と
し
て
、
視
野
の
大
き
な
比
較
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。
幸
い
ド
イ
ツ
相
続

法
の
理
論
と
実
務
に
日
常
的
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
境
遇
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
生
か
し
、
ド
イ
ツ
相
続
法
を
包
括
的
に
考
察
す
る

こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
一
九
Ｋ
〇
一
三
九
一
「
代
償
請
求
権
と
諸
制
度

の
関
連
と
展
開
」
の
成
果
で
あ
り
、
同
時
に
、
令
和
元
年
度
千
葉
大
学
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
研
修
制
度
（
Ｃ
）
の
成
果
で
あ
る
。

（
１
）
拙
著
『
代
償
請
求
権
と
履
行
不
能
』（
平
三
〇
、
信
山
社
）
一
〇
四
頁
以
下
。

（
２
）
拙
著
・
前
掲
一
一
三
頁
。

（
３
）
「
代
償
請
求
権
」
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
右
拙
著
の
ほ
か
、
松
原
正
明
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
（
遺
産
の
代
償
財
産
）」
岡
垣
學
・
野
田
愛
子

ドイツ相続法における代償財産
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編
『
講
座
・
実
務
家
事
審
判
法
三
』（
日
本
評
論
社
、
平
元
）
一
七
五
頁
〜
一
九
〇
頁
、
一
八
四
頁
、
松
原
正
明
『
全
訂
判
例
先
例
相
続
法
Ⅱ
』（
日
本

加
除
出
版
、
平
一
八
）
二
六
一
頁
に
も
的
確
な
言
及
が
あ
り
、
賛
成
す
る
。

（
４
）Leipold,Dieter:Erbrecht,２２.A

ufl.,Tübingen
２０２０,S.２９９

の
事
例
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
同
書
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
う
え
、
著
者
の
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
教
授
と
の
共
同
研
究
の
成
果
で
も
あ
る
。
そ
の
ご
助
力
に
対
し
て
こ
こ
で
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
５
）
伊
藤
昌
司
「
第
九
〇
七
条
」『
新
版
注
釈
民
法
（
二
七
）』（
有
斐
閣
、
補
訂
版
、
平
二
五
）
三
二
一
頁
〜
四
〇
六
頁
、
三
七
一
頁
。

（
６
）
こ
の
他
に
、
遺
言
に
よ
る
先
位
相
続
人
（V

orerbe

）・
後
位
相
族
人
（N

acherbe

）
と
の
関
係
で
も
直
接
代
位
が
ド
イ
ツ
民
法
二
一
一
一
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
に
縁
の
な
い
制
度
で
あ
る
た
め
、
割
愛
す
る
。Leipold,Dieter:Erbrecht,aaO

,S.２７７,Rn６７７.

（
７
）Leipold,Dieter:Erbrecht,aaO

,S.３０２,Rn
７３８;Gergen,

Thom
as:§

２０４１
BGB,in:M

ünchner
K
om
m
entar

zum
BGB,８.

A
ufl.,M

ünchen２０２０,Rn１
（zit.:M

üko-BGB／
Gergen

）.

（
８
）
赤
松
美
登
里
「
第
二
〇
四
一
条
」
太
田
武
男
・
佐
藤
義
彦
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
』（
三
省
堂
、
平
元
）
三
七
六
頁
〜
三
七
八
頁
に
は
、
貴
重
な

先
行
業
績
と
し
て
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
９
）
た
と
え
ば
、
小
麦
粉
一
キ
ロ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
不
代
替
物
は
、
同
種
・
同
等
・
同
量
の
物
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
の
描
い
た
絵
画
「
ゲ
ル
ニ
カ
」
で
あ
る
。

（
１０
）
た
と
え
ば
、
民
法
五
六
二
条
一
項
の
規
定
す
る
「
代�

替�

物�

の
引
渡
し
」（
ド
イ
ツ
で
言
うErsatzlieferung

）
は
、「
代
替
物
」
の
意
味
で
は
な
い
の

で
、
わ
が
国
で
は
通
常
、
―
―
法
文
に
か
か
わ
ら
ず
―
―
「
代
物
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
１１
）
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅶ
親
族
法
・
相
続
法
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
平
二
七
）
二
六
六
頁
参
照
。

（
１２
）Devetzis,Dim
itrios:D

ie
dingliche

Surrogation
als
Rechtsprinzip,Leck

２０１８,S.６５.

物
上
代
位
の
一
般
規
定
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、Ru�

m
ann,Dom

inik
:Erw

erb
m
itM
itteln

der
Erbschaft,Tübingen２０１７,S.９

（
１３
）Leipold,Dieter:Erbrecht,aaO

,S.３０４,Rn
７３８;M

üko-BGB／
Gergen

:８.A
ufl.,２０２０,§

２０４１
Rn
１;Schütte,Burkhard

:§
２０４１

BGB,in:juris
Praxiskom

m
entar

BGB,９.A
ufl.,Saarbrücken２０２０

（zit.:jurisPK
-BGB／

Schütte

）.

（
１４
）jurisPK

-BGB／
Schütte

:２０２０,§
２０４１,Rn

５.

（
１５
）Löhnig,M

artin
:J.V

.Staudingers
K
om
m
entar

zum
Bürgerliches

Gesetzbuch
m
it
Einführungsgesetz

und
N
ebengesetzen,
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Berlin
２０１６,§

２０４１
Rn
１

（zit.:Staudinger／
Löhnig

）;Gergen
:８.A

ufl.,２０２０,§
２０４１

Rn
５;Ri�

m
ann,Stephan

／
Szalai,

Stephan
:

Beck’scher
O
nline-Gro�

kom
m
entar

BGB,Gsell／
Krüger／

Lorenz
／
Reym

ann
,M
ünchen

２０２０,§
２０４１

Rn
２２

（zit.:BeckO
GK
-

BGB ／
Ri�
m
ann

／
Szalai

）;jurisPK
-BGB／

Schütte
:２０２０,§

２０４１,Rn
７.

連
鎖
代
位
（K

ettensurrogation

）
と
か
二
重
代
位
（D

oppelsurro-

gation
）
と
呼
ぶ
。

（
１６
）BGH

,U
rteilvom

２９.９
.１９９９

―IV
ZR
２６９／９８,ZEV

２０００,６２.

（
１７
）Staudinger／

Löhnig
:２０１６,§

２０４１,Rn
３ff;Gergen

:８.A
ufl.,２０２０,§

２０４１
Rn
６;BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann

／
Szalai:２０２０,

§
２０４１

Rn
１;jurisPK

-BGB／
Schütte

:２０２０,§
２０４１,Rn

１０ff;
Lohm

ann,
Ilse
:
Beck’scher

O
nline-K

om
m
entar

BGB,
Hau

／
Poseck

,５４.A
ufl.,M

ünchen２０２０,§
２０４１

Rn２f

（zit.:BeckO
K
-BGB／

Lohm
ann

）.

（
１８
）Staudinger／

Löhnig
:２０１６,§

２０４１,Rn３;jurisPK
-BGB／

Schütte
:２０２０,§

２０４１,Rn１０.

（
１９
）Staudinger／

Löhnig
:２０１６,§

２０４１,Rn
３;jurisPK

-BGB／
Schütte

:２０２０,§
２０４１,Rn

１０.Gergen
:８.A

ufl.,２０２０,§
２０３８

Rn
６６;

BeckO
GK
-BGB／

Ri�
m
ann

／
Szalai:２０２０,§

２０３８
Rn
６５;BeckO

K
-BGB／

Lohm
ann
:２０２０,§

２０３８
Rn
１６

は
、
根
拠
条
文
と
し
て
、

ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
に
加
え
て
、
わ
が
国
の
民
法
八
九
条
一
項
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
民
法
九
五
三
条
も
挙
げ
る
。

（
２０
）Gergen

:８.A
ufl.,２０２０,§

２０４１
Rn７;BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann

／
Szalai:２０２０,§

２０４１
Rn６.

（
２１
）
赤
松
・
前
掲
三
七
七
頁
は
、「
代
償
に
よ
る
代
位
」
訳
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
特
に
損
害
賠
償
で
あ
る
か
ら
、「
賠

償
代
位
」
と
訳
出
し
た
。

（
２２
）Gergen

:８.A
ufl.,２０２０,§

２０４１
Rn１３.

（
２３
）BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann

／
Szalai:２０２０,§

２０４１
Rn８.

（
２４
）Staudinger／

Löhnig
:2016,§

2041,Rn
4.

（
２５
）Leipold,

Dieter:Erbrecht,aaO
,S.３０３,Rn

７４１.

赤
松
・
前
掲
三
七
七
頁
は
、
こ
れ
を
「
関
係
す
る
行
為
を
介
し
て
の
代
位
」
訳
す
。
正

確
で
あ
る
け
れ
ど
も
長
い
の
で
、
本
文
の
と
お
り
訳
出
し
た
。

（
２６
）
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
四
一
条
の
規
定
の
文
言
が
、
単
に
「
法
律
行
為
に
よ
っ
て
」
と
す
る
だ
け
で
、
同
二
〇
一
九
条
の
よ
う
に
「
相
続
財
産
で
法

律
行
為
に
よ
っ
て
」
と
限
定
し
て
い
な
い
の
で
、
問
題
と
な
る
（→

同
二
〇
一
九
条
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
一
１
）。

ドイツ相続法における代償財産
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（
２７
）Leipold,Dieter:Erbrecht,aaO

,S.３０３,Rn
７４１.

同
旨
は
、Staudinger／
Löhnig

:２０１６,§
２０４１,Rn

８;Gergen
:８.A

ufl.,２０２０,
§
２０４１

Rn
１３;
BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann／

Szalai:２０２０,§
２０４１

Rn
１０.１７;

jurisPK
-BGB／

Schütte
:２０２０,§

２０４１,
Rn
１３;

BeckO
K
-BGB／

Lohm
ann
:２０２０,§

２０４１
Rn
３.

詳
し
く
は
、Gergen
:８.A

ufl.,２０２０,§
２０４１

Rn
２０;BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann／

Szalai:２０２０,§
２０４１

Rn１０.３ff.

（
２８
）
効
果
が
同
一
で
あ
る
の
で
、
効
果
と
の
関
係
で
は
、
三
つ
の
代
位
を
区
別
す
る
意
味
は
な
い
。

（
２９
）BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann／

Szalai:２０２０,§
２０４１

Rn１０.１８.

（
３０
）Leipold,

Dieter:Erbrecht,aaO
,S.３０２,Rn

７３８.

も
っ
と
も
、
そ
の
合
有
は
、
共
有
と
同
様
に
持
分
の
処
分
が
認
め
ら
れ
る
、
緩
い
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
相
続
人
は
、
そ
の
相
続
分
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
三
三
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
持
分
の

処
分
が
明
文
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
組
合
財
産
の
合
有
（
ド
イ
ツ
民
法
七
一
九
条
一
項
）
や
夫
婦
共
同
財
産
の
合
有
（
ド
イ
ツ
民
法
一
四
一
九
条
一
項
）
と

は
異
な
る
。Leipold,

Dieter:Erbrecht,aaO
,S.２９６,Rn

７２５.

今
西
康
人
「
第
二
〇
三
三
条
」
太
田
・
佐
藤
編
・
前
掲
『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続

法
』
三
五
四
頁
〜
三
五
七
頁
、
三
五
四
頁
。

（
３１
）BeckO

GK
-BGB／

Ri�
m
ann／

Szalai:２０２０,§
２０４１

Rn
１０.２２.１.

判
例
が
あ
る
。BGH

,U
rteilvom

２９.９.１９９９,aaO
.

こ
れ
は
、
連
鎖
代

位
を
肯
定
し
た
判
決
と
同
一
で
あ
る
（→
二
１
）。

（
３２
）
本
沢
巳
代
子
「
第
二
〇
一
九
条
」
太
田
・
佐
藤
編
・
前
掲
『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
』
三
一
八
頁
〜
三
二
二
頁
に
は
、
貴
重
な
先
行
業
績
と
し
て

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
三
一
八
頁
は
、
こ
れ
を
「
物
上
代
位
」
と
訳
す
る
。

（
３３
）Helm

s,Tobais:§
２０１９

BGB,in:M
ünchner

K
om
m
entar

zum
BGB,８

.A
ufl.,M

ünchen
２０２０,Rn

１

（zit.:M
üko-BGB／

Helm
s

）.

本
沢
・
前
掲
三
一
九
頁
に
も
同
旨
。Leipold,Dieter:Erbrecht,aaO

,S.２５７,Rn６４０

は
、
端
的
に
相
続
人
保
護
を
挙
げ
る
。

（
３４
）
こ
の
条
文
に
つ
い
て
も
、
貴
重
な
先
行
業
績
と
し
て
、
増
田
則
子
「
第
二
〇
一
八
条
」
太
田
・
佐
藤
編
・
前
掲
『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
』
三
一

二
頁
〜
三
一
八
頁
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
３５
）
副
田
隆
重
「
相
続
回
復
請
求
権
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
〜
（
四
）」
名
法
七
八
号
（
昭
五
四
）
三
〇
頁
〜
七
一
頁
、
七
九
号
（
昭
五
四
）
三
三
五

頁
〜
三
七
〇
頁
、
八
〇
号
（
昭
五
四
）
二
八
一
頁
〜
三
二
七
頁
、
八
一
号
（
昭
五
四
）
三
二
六
頁
〜
三
四
九
頁
が
現
在
で
も
な
お
指
導
研
究
で
あ
る
。

（
３６
）
こ
の
条
文
に
つ
い
て
も
、
貴
重
な
先
行
業
績
と
し
て
、
右
近
健
男
「
第
二
〇
二
〇
条
」
太
田
・
佐
藤
編
・
前
掲
『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
』
三
二
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二
頁
〜
三
二
三
頁
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
３７
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０２０
Rn
１
.

（
３８
）Fritzsche,Jörg

:Beck’scher
O
nline-K

om
m
entar

BGB,Hau／
Poseck,５４.A

ufl.,M
ünchen２０２０,§

１００
Rn１.

（
３９
）
建
物
の
使
用
（
居
住
）
利
益
に
つ
い
て
、
大
判
大
正
一
四
・
一
・
二
〇
民
集
四
巻
一
頁
、
最
判
昭
和
三
七
・
二
・
二
七
判
タ
一
三
〇
号
五
八
頁
。

（
４０
）
我
妻
榮
『
新
訂
民
法
総
則
』（
岩
波
書
店
、
昭
四
〇
）
二
二
七
頁
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
〔
第
二
版
〕』（
昭
和
五
九
）
一
七
六
頁
、
田
中
整
爾
「
第
八

八
条
」『
新
版
注
釈
民
法
（
二
）』（
有
斐
閣
、
平
三
）
六
四
四
頁
〜
六
四
八
頁
、
六
四
八
頁
、
佐
久
間
毅
『
民
法
の
基
礎
２
物
権
〔
第
二
版
〕』（
有

斐
閣
、
平
三
一
）
二
八
六
頁
。

（
４１
）Leipold,Dieter:BGB

I,Einführung
und

A
llgem

einer
T
eil,１０.A

ufl.,Tübingen
２０２０,S.５４６.

厳
密
に
は
、
果
実
は
、
ま
ず
、
物
の

果
実
（Sachfrüchte

）（
ド
イ
ツ
民
法
九
九
条
一
項
）
と
権
利
の
果
実
（Rechtsfrüchte

）（
ド
イ
ツ
民
法
九
九
条
二
項
）
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
原
則

と
し
て
の
天
然
果
実
と
例
外
と
し
て
の
法
定
果
実
（
ド
イ
ツ
民
法
九
九
条
三
項
）
が
あ
る
。
権
利
の
果
実
と
は
、
た
と
え
ば
、
用
益
権

（N
ie�
brauchsrecht

）
が
設
定
さ
れ
た
畑
の
収
穫
物
で
あ
る
。
説
明
の
単
純
化
の
た
め
に
こ
こ
で
は
、
権
利
の
果
実
を
省
略
す
る
。

（
４２
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０２０
Rn
３;M

üller-Christm
ann,Bernd

:Beck’scher
O
nline-K

om
m
entar

BGB,Hau／
Poseck,５４.A

ufl.,M
ünchen

２０１９,§
２０２０

Rn
２

（zit.:BeckO
K
-BGB／

M
üller-Christm

ann

）;Ehm
,M
ichael:§

２０２０
BGB,in:juris

Praxiskom
m
entar

BGB,９.A
ufl.,Saarbrücken２０２０

（zit.:jurisPK
-BGB／

Ehm

）.

（
４３
）V

gl.M
üko-BGB／

Helm
s:８.A

ufl.,２０２０,§
２０２０

Rn１.

（
４４
）
わ
が
国
の
民
法
一
八
九
条
一
項
に
相
当
す
る
規
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、BeckO

K
BGB／

M
üller-Christm

ann,
Bernd

:５４.
A
ufl.,２０１９,

§
２０２０

Rn
２

に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
九
五
五
条
の
規
定
の
適
用
自
体
を
否
定
し
て
天
然
果
実
は
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
ら

し
い
が
、
原
典
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
４５
）M
üko-BGB／

Helm
s:８.A

ufl.,２０２０,§
２０２０

Rn３.

（
４６
）
右
近
健
男
「
第
二
〇
二
一
条
」
太
田
・
佐
藤
編
・
前
掲
『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
』
三
二
三
頁
〜
三
二
四
頁
、
三
二
二
頁
が
既
に
指
摘
す
る
。

（
４７
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０２０
Rn
４;BeckO

K
BGB／

M
üller-Christm

ann,Bernd
:５４.A

ufl.,２０１９,§
２０２０

Rn
２;ju-

risPK
-BGB／

Ehm
:２０２０,§

２０２０,Rn４.
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（
４８
）Gursky,

Karl-Heinz
:J.V

.Staudingers
K
om
m
entar

zum
Bürgerliches

Gesetzbuch
m
it
Einführungsgesetz

und
N
ebenge-

setzen,Berlin
２０１６,§

２０２０
Rn
４

（zit.:Staudinger／
Gursky

）;Lindner,Josef
Franz

:Beck’scher
O
nline-Gro�

kom
m
entar

BGB,
Gsell／

Krüger／
Lorenz／

Reym
ann,M

ünchen２０１９,§
２０２０

Rn７

（zit.:BeckO
GK
-BGB／

Lindner

）.

（
４９
）Staudinger／

Gursky
:２０１６,§

２０２０,Rn４.

（
５０
）Flad,F.:§

２０２０
BGB,in:Plank’s

K
om
m
entar

zum
Bürgerlichen

Gesetzbuch
nebst

Einführungsgesetz,V
.Bd.Erbrecht,

Berlin
und

Leipzig１９３０,S.２７９,２
c.

（
５１
）V

gl.M
üko-BGB／

Helm
s:８.A

ufl.,２０２０,§
２０１９

Rn１,§
２０２０

Rn２.

（
５２
）
こ
の
条
文
に
つ
い
て
も
、
貴
重
な
先
行
業
績
と
し
て
、
右
近
・
前
掲
「
第
二
〇
二
〇
条
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
５３
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０２０
Rn５.

（
５４
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０１９
Rn１６.

（
５５
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０１９
Rn１６.

（
５６
）
わ
が
国
で
は
、
占
有
は
、
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
を
も
っ
て
物
を
所
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
来
は
、
権�

利�

で
は
な
く
事�

実�

に
す
ぎ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
―
―
と
り
わ
け
取
得
時
効
を
中
断
さ
せ
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
―
―
民
法
八
九
六
条
の
「
一
切
の
権
利
義
務
」
に
含
ま
れ
る
、
と
解
さ

れ
て
い
る
（
判
例
・
通
説
）。

（
５７
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０１９
Rn１７.

（
５８
）M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０１９
Rn
３.

連
鎖
代
位
（K

ettensurrogation

）
と
か
多
重
代
位
（m

ehrfache
Surrogation

）
と
呼
ぶ
。

本
沢
・
前
掲
三
一
九
頁
は
、「
複
数
の
物
上
代
位
」
と
訳
す
。

（
５９
）BeckO
GK
-BGB／

Lindner:２０１９,§
２０１９

Rn３;M
üko-BGB／

Helm
s:８.A

ufl.,２０２０,§
２０１９

Rn５.

（
６０
）Leipold,

Dieter:aaO
,S.２５７,Rn６４０.

（
６１
）BeckO

GK
-BGB／

Lindner:２０１９,§
２０１９

Rn９.

（
６２
）Leipold,

Dieter:aaO
,S.２５７,Rn

６４０;Staudinger／
Gursky

:２０１６,§
２０１９,Rn

４;BeckO
GK
-BGB／

Lindner:２０１９,§
２０１９

Rn
１４;M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０１９
Rn１４;jurisPK

-BGB／
Ehm

:２０２０,§
２０１９,Rn１１.
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（
６３
）Leipold,

Dieter:aaO
,S.２５７,Rn

６４０;Staudinger／
Gursky

:２０１６,§
２０１９,Rn

４;BeckO
GK
-BGB／

Lindner:２０１９,§
２０１９

Rn
１４;M

üko-BGB／
Helm

s:８.A
ufl.,２０２０,§

２０１９
Rn１４;jurisPK

-BGB／
Ehm

:２０２０,§
２０１９,Rn１１.

（
６４
）Leipold,

Dieter:aaO
,S.２５７,Rn６４０.

（
６５
）
最
判
昭
和
三
九
・
一
・
二
四
判
時
三
六
五
号
二
六
頁
。

（
６６
）Leipold,

Dieter:aaO
,S.３０３,Rn７３９.

（
６７
）Leipold,

Dieter:aaO
,S.３０３,Rn７４１.

（
６８
）
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
宮
本
誠
子
「
遺
産
分
割
前
の
預
貯
金
債
権
の
行
使
・
一
部
分
割
・
分
割
前
処
分
」
大
村
敦
志
・
窪
田
充
見
『
解
説

民
法
（
相
続
法
）
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
』（
有
斐
閣
、
令
元
）
六
四
頁
〜
八
三
頁
、
八
一
頁
以
下
が
簡
潔
で
分
か
り
や
す
い
。

（
６９
）
概
観
と
し
て
は
、
二
宮
周
平
『
家
族
法
』（
新
世
社
、
第
五
版
、
平
三
一
）
四
〇
〇
頁
以
下
、
前
田
陽
一
「
第
六
章
遺
産
の
共
有
と
分
割
」
三
〇
六

頁
〜
三
四
四
頁
、
前
田
陽
一
ほ
か
『
民
法
Ⅵ
親
族
・
相
続
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、
令
元
）
三
三
五
頁
以
下
、
常
岡
史
子
『
家
族
法
』（
新
世
社
、
令

二
）
三
三
三
頁
、
棚
村
政
行
「
第
九
章
相
続
の
効
力
」
高
橋
朋
子
ほ
か
『
民
法
七
親
族
・
相
続
』（
有
斐
閣
、
第
六
版
、
令
二
）
二
八
九
頁
〜
三
五

五
頁
、
三
三
五
頁
以
下
、
常
岡
史
子
「
Ⅱ
法
定
相
続
」
犬
伏
由
子
ほ
か
『
親
族
・
相
続
法
』（
弘
文
堂
、
第
三
版
、
令
二
）
二
二
九
頁
〜
三
五
五
頁
、

三
〇
二
頁
を
参
照
。

（
７０
）
浦
野
由
紀
子
「
無
断
の
払
戻
し
預
貯
金
を
遺
産
と
す
る
こ
と
の
同
意
」
潮
見
佳
男
ほ
か
『Befoe／A

fter

相
続
法
改
正
』（
弘
文
堂
、
令
元
）
二
〇

頁
〜
二
一
頁
、
二
一
頁
は
、
こ
の
要
件
に
関
し
、
一
部
の
共
同
相
続
人
の
通
謀
と
い
う
貴
重
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

（
７１
）
こ
の
第
二
項
は
重
要
な
規
定
で
あ
る
。
平
成
三
〇
年
改
正
前
、
共
同
相
続
人
全
員
の
合
意
が
あ
れ
ば
代
償
財
産
を
分
割
対
象
に
含
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
解
釈
の
下
で
も
、
共
同
相
続
人
の
一
人
が
無
断
で
相
続
財
産
を
処
分
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
代
償
財
産
を
分
割
の
対
象
に
含
め

る
合
意
が
で
き
ず
、
別
途
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
指
摘
し
て
い
た
の
が
、
松
原
・
前
掲
『
全
訂
判
例
先

例
相
続
法
Ⅱ
』
二
八
二
頁
。

（
７２
）
た
と
え
ば
、
山
畠
正
男
「
前
注
第
八
八
二
条
〜
八
八
五
条
」『
新
版
注
釈
民
法
（
二
六
）』（
有
斐
閣
、
平
四
）
四
三
頁
〜
六
六
頁
、
六
六
頁
、
宮

井
忠
夫
・
佐
藤
義
彦
「
第
八
九
八
条
」
前
掲
『
新
版
注
釈
民
法
（
二
七
）』
九
二
頁
〜
一
三
五
頁
、
一
一
九
頁
以
下
、
潮
見
佳
男
「
前
注
第
九
〇
六

条
〜
九
一
四
条
」
前
掲
『
新
版
注
釈
民
法
（
二
七
）』
二
九
一
頁
〜
三
一
二
頁
、
三
〇
六
頁
以
下
、
前
掲
『
新
版
注
釈
民
法
（
二
七
）』〔
伊
藤
昌
司
〕
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三
六
八
頁
以
下
。

（
７３
）
白
石
大
「
判
批
」
民
百
選
Ⅲ
〔
第
二
版
〕
六
六
事
件
別
ジ
ュ
リ
二
三
九
号
（
平
三
〇
）
一
三
四
頁
〜
一
三
五
頁
参
照
。

（
７４
）
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
（
遺
産
の
代
償
財
産
）」
一
八
一
頁
、
松
原
正
明
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
と
限
界
」
川

井
健
ほ
か
編
『
講
座
・
現
代
家
族
法
第
五
巻
』（
日
本
評
論
社
、
平
四
）
四
七
頁
〜
八
三
頁
、
六
一
頁
。
山
名
学
「
判
批
」
家
族
百
選
〔
第
六
版
〕
六

七
事
件
別
ジ
ュ
リ
一
六
二
号
（
平
一
四
）
一
三
六
頁
〜
一
三
七
頁
、
一
三
七
頁
、
松
原
正
明
「
判
批
」
判
タ
一
一
〇
〇
号
（
平
一
四
）
三
三
八
頁
〜

三
三
九
頁
、
三
三
九
頁
、
松
原
・
前
掲
『
全
訂
判
例
先
例
相
続
法
Ⅱ
』
二
八
一
頁
以
下
。

（
７５
）
堂
薗
幹
一
郎
・
神
吉
康
二
『
概
説
改
正
相
続
法
―
―
平
成
三
〇
年
民
法
等
改
正
、
遺
言
書
保
管
法
制
定
―
―
』（
き
ん
ざ
い
、
平
三
一
）
七
三
頁
。

（
７６
）
三
和
一
博
「
判
批
」
判
タ
四
一
一
号
一
六
二
頁
〜
一
六
四
頁
、
一
六
四
頁
。

（
７７
）
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
（
遺
産
の
代
償
財
産
）」
一
八
〇
頁
。

（
７８
）
田
中
恒
朗
「
判
批
」
判
タ
三
六
七
号
五
五
頁
〜
五
八
頁
、
五
七
頁
。

（
７９
）
高
木
多
喜
男
「
代
償
財
産
の
遺
産
へ
の
帰
属
」
加
藤
一
郎
ほ
か
編
『
家
族
法
の
理
論
と
実
務
』
別
冊
判
タ
八
号
（
昭
五
五
）
三
三
二
頁
〜
三
三
四

頁
、
三
三
三
頁
、
高
木
多
喜
男
「
分
離
財
産
・
代
償
財
産
と
遺
産
分
割
」
林
良
平
還
暦
上
『
現
代
私
法
学
の
課
題
と
展
望
上
』（
有
斐
閣
、
昭
五
六
）

一
九
一
頁
〜
二
三
〇
頁
、
一
九
九
頁
以
下
。

（
８０
）
最
判
昭
和
四
二
・
二
・
二
一
民
集
二
一
巻
一
号
一
三
三
頁
。
常
岡
史
子
「
判
批
」
民
百
選
Ⅲ
〔
第
二
版
〕
五
一
事
件
別
ジ
ュ
リ
二
三
九
号
（
平
三

〇
）
一
〇
四
頁
〜
一
〇
五
頁
参
照
。

（
８１
）
山
名
学
「
判
批
」
家
族
百
選
〔
第
五
版
〕
八
九
事
件
別
ジ
ュ
リ
一
三
二
号
（
平
七
）
一
八
〇
頁
〜
一
八
一
頁
、
一
八
一
頁
（
同
「
判
批
」
家
族
百
選

〔
第
四
版
〕
八
七
事
件
別
ジ
ュ
リ
九
九
号
（
昭
六
三
）
一
八
〇
頁
〜
一
八
一
頁
、
一
八
一
頁
も
同
旨
）。
な
お
、
松
倉
耕
作
「
判
批
」
判
タ
五
一
四
号
一
九

二
頁
〜
一
九
九
頁
は
、
こ
の
判
決
を
契
機
に
、
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
ス
イ
ス
法
に
ま
で
比
較
法
研
究
の
対
象
を
広
げ
た
必
読
文
献
で

あ
る
。
独
仏
両
国
で
は
果
実
の
遺
産
帰
属
性
を
肯
定
す
る
明
文
の
規
定
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
つ
つ
、「
果
実
の
遺
産
帰
属
性
肯
定
は
、
独
仏
両
国

と
も
明
文
で
規
定
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
わ
が
国
と
ス
ト
レ
ー
ト
な
比
較
は
で
き
な
い
」
と
い
う
慎
重
な
結
論
を
述
べ
ら
れ
る
。

（
８２
）
右
近
健
男
「
判
批
」
判
タ
五
五
一
号
三
〇
三
頁
〜
三
〇
六
頁
、
三
〇
四
頁
は
、
農
地
と
金
銭
と
を
異
な
る
扱
い
と
す
る
根
拠
に
疑
問
を
呈
す
る
。

「
代
償
請
求
権
」
と
い
う
用
語
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
一
一
四
頁
以
下
に
も
紹
介
し
た
。

《論 説》
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（
８３
）
高
木
・
前
掲
「
代
償
財
産
の
遺
産
へ
の
帰
属
」
三
三
三
頁
、
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
（
遺
産
の
代
償
財
産
）」
一
七
八
頁
、
松
原

・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
と
限
界
」
五
二
頁
、
山
名
・
前
掲
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
六
二
号
一
三
七
頁
。

（
８４
）
堂
薗
幹
一
郎
・
野
口
宣
大
『
一
問
一
答
新
し
い
相
続
法
―
―
平
成
三
〇
年
民
法
等
（
相
続
法
）
改
正
、
遺
言
書
保
管
法
の
解
説
』（
商
事
法
務
、
平
三

一
）
九
八
頁
、
堂
薗
・
神
吉
・
前
掲
七
八
頁
。

（
８５
）
高
木
・
前
掲
「
分
離
財
産
・
代
償
財
産
と
遺
産
分
割
」
一
九
二
頁
。

（
８６
）
こ
れ
を
高
木
博
士
は
「
分
離
財
産
」、
山
名
判
事
は
「
消
失
財
産
」（
山
名
・
前
掲
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
六
二
号
一
三
六
頁
）、
潮
見
教
授
は
「
処
分
財

産
」
と
呼
ぶ
（
潮
見
佳
男
『
詳
解
相
続
法
』（
弘
文
堂
、
平
三
〇
）
二
四
四
頁
）。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
代
償
財
産
」
の
元
と
な
る
財
産
の
こ
と
で
あ
る
。

（
８７
）
ち
な
み
に
、
平
成
三
〇
年
改
正
前
の
教
科
書
類
は
、
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
（
深
谷
松
男
『
現
代
家
族
法
』（
青
林
書
院
、
第
四
版
、
平
一
四
）

二
五
六
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅳ
親
族
・
相
続
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
補
訂
版
、
平
一
六
）
四
二
一
頁
以
下
）。

（
８８
）
小
田
正
二
ほ
か
「
東
京
家
庭
裁
判
所
家
事
第
五
部
に
お
け
る
遺
産
分
割
事
件
の
運
用
―
―
家
事
事
件
手
続
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
法
的
枠
組
み
の
説
明

を
わ
か
り
や
す
く
行
い
、
適
正
な
解
決
に
導
く
手
続
進
行
―
―
」
判
タ
一
四
一
八
号
（
平
二
八
）
五
頁
〜
六
五
頁
、
二
九
頁
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
。
学
術

上
も
非
常
に
価
値
の
高
い
資
料
で
あ
る
。

（
８９
）
堂
薗
・
神
吉
・
前
掲
七
三
頁
。

（
９０
）
高
木
・
前
掲
「
代
償
財
産
の
遺
産
へ
の
帰
属
」
三
三
四
頁
、
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
（
遺
産
の
代
償
財
産
）」
一
七
八
頁
、
松
原

・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
と
限
界
」
五
〇
頁
以
下
、
中
川
善
之
助
・
泉
久
雄
『
相
続
法
』（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
平
一
二
）
三

四
七
頁
、
山
名
・
前
掲
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
六
二
号
一
三
六
頁
、
松
原
・
前
掲
『
全
訂
判
例
先
例
相
続
法
Ⅱ
』
二
五
八
頁
、
近
江
・
前
掲
二
六
六

頁
以
下
。

（
９１
）
高
木
・
前
掲
「
分
離
財
産
・
代
償
財
産
と
遺
産
分
割
」
二
二
二
頁
以
下
が
指
導
研
究
で
あ
る
。
篠
清
「
相
続
人
の
一
人
が
遺
産
を
勝
手
に
処
分

し
た
場
合
及
び
遺
産
が
分
割
時
ま
で
に
滅
失
し
た
場
合
に
つ
い
て
」
判
タ
一
五
九
号
（
昭
三
九
）
五
三
頁
が
簡
潔
だ
が
時
代
と
し
て
は
先
行
し
て
い

る
。
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
（
遺
産
の
代
償
財
産
）」
一
八
〇
頁
に
自
説
と
し
て
、
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産

の
範
囲
と
限
界
」
五
一
頁
に
客
観
的
に
解
説
さ
れ
て
い
る
の
が
大
変
分
か
り
や
す
い
。

（
９２
）
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
と
限
界
」
五
六
頁
。
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（
９３
）
高
木
・
前
掲
「
代
償
財
産
の
遺
産
へ
の
帰
属
」
三
三
四
頁
、
高
木
・
前
掲
「
分
離
財
産
・
代
償
財
産
と
遺
産
分
割
」
二
二
二
頁
。

（
９４
）
最
判
昭
和
三
〇
・
五
・
三
一
民
集
九
巻
六
号
七
九
三
頁
。
川
淳
一
「
第
八
九
八
条
」『
新
注
釈
民
法
（
一
九
）』（
有
斐
閣
、
令
元
）
一
八
八
頁
〜
二

一
六
頁
、
一
九
一
頁
。

（
９５
）
高
木
・
前
掲
「
代
償
財
産
の
遺
産
へ
の
帰
属
」
三
三
二
頁
以
下
、
高
木
・
前
掲
「
分
離
財
産
・
代
償
財
産
と
遺
産
分
割
」
二
二
四
頁
以
下
。

（
９６
）
前
田
・
前
掲
三
三
五
頁
以
下
。
潮
見
・
前
掲
『
詳
解
相
続
法
』
二
五
一
頁
以
下
も
そ
の
前
提
の
記
述
か
。
そ
の
上
で
、【
一
の
三
】
の
最
高
裁
昭

和
五
四
年
判
決
の
射
程
に
つ
い
て
は
慎
重
な
立
場
を
採
る
（「
処
分
」
以
外
の
滅
失
損
傷
等
の
場
合
に
は
及
ば
な
い
と
言
う
。
二
五
四
頁
）。

（
９７
）
堂
薗
・
神
吉
・
前
掲
七
三
頁
の
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
従
来
の
不
明
確
な
裁
判
例
に
は
依
拠
し
た
く
な
い
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
そ

う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
①
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
合
意
の
有
無
を
問
わ
ず
に
②
の
方
法
に
よ
る
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
か
（
③
の
方
法
で
は
、

勝
手
に
処
分
し
た
共
同
相
続
人
が
不
当
に
有
利
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
）。

（
９８
）
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
「
中
間
試
案
後
に
追
加
さ
れ
た
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
試
案
（
追
加
試
案
）
の
補
足
説

明
」（
平
二
九
）
四
三
頁
は
、
処
分
が
無
償
で
あ
る
と
き
は
、
代
償
財
産
を
分
割
の
対
象
と
す
る
と
、
他
の
共
同
相
続
人
が
損
失
を
被
る
、
と
言
う
。

し
か
し
、
賠
償
代
位
も
含
ま
れ
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
の
過
失
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
場

合
と
同
様
、
共
同
相
続
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
相
続
財
産
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
他
の
相
続
人
は
損
失
を
被
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
法
の

帰
結
）。

（
９９
）
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
「
要
綱
案
の
た
た
き
台
（
三
）
の
補
充
」（
部
会
資
料
二
四
―
三
）（
平
二
九
）
二
頁
、
副
田
隆
重
「
第
九
〇

六
条
の
二
」『
新
注
釈
民
法
（
一
九
）』（
有
斐
閣
、
令
元
）
三
四
九
頁
〜
三
五
九
頁
、
三
五
三
頁
。

（
１００
）
東
京
家
庭
裁
判
所
家
事
第
五
部
編
著
『
東
京
家
庭
裁
判
所
家
事
第
五
部
（
遺
産
分
割
部
）
に
お
け
る
相
続
法
改
正
を
踏
ま
え
た
新
た
な
実
務
運
用

（
家
庭
の
法
と
裁
判
号
外
）』（
日
本
加
除
出
版
、
令
元
）
二
四
頁
以
下
に
よ
る
と
、
預
貯
金
債
権
が
払
い
戻
さ
れ
た
場
合
に
、
預
貯
金
債
権
自
体
を
存

在
す
る
も
の
と
し
て
分
割
す
る
か
、
払
い
戻
さ
れ
た
現
金
を
分
割
す
る
か
、
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
沖
野
眞
已
・
堂
薗
幹
一
郎
「
相

続
法
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
一
五
二
六
号
（
平
三
〇
）
一
四
頁
〜
三
五
頁
、
二
一
頁
の
「
現
行
法
上
は
、〔
…
…
〕
処
分
さ
れ
た
財
産
を
遺
産

と
み
な
し
た
う
え
で
処
理
を
す
る
、〔
…
…
〕
と
い
う
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
」（
堂
薗
）
と
い
う
発
言
か
ら
も
実
務
上
は
両
者
を
同
一
視
し

て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
村
田
大
樹
「
第
九
〇
六
条
の
二
」
潮
見
佳
男
編
著
『
民
法
（
相
続
関
係
）
改
正
法
の
概
要
』（
き
ん
ざ
い
、

《論 説》
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令
元
）
二
一
頁
〜
二
七
頁
、
二
五
頁
が
「
逸
失
し
た
遺
産
を
遺
産
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
、
代
償
財
産
を
遺
産
分
割
の
対
象
に
含

め
る
こ
と
と
は
、
質
的
な
相
違
が
あ
る
」
と
言
う
の
は
本
文
の
指
摘
と
同
旨
か
。

（
１０１
）
中
込
一
洋
『
実
務
解
説
改
正
相
続
法
』（
弘
文
堂
、
令
元
）
四
六
頁
。

（
１０２
）
代
償
財
産
と
比
べ
て
果
実
は
、
遺
産
が
増
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
分
割
の
対
象
と
す
る
必
要
性
が
低
い
、
と
い
う
的
確
な
指
摘
を
す
る
の
が
、

松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
と
限
界
」
五
八
頁
。
同
論
文
は
、【
一
の
三
】
前
掲
最
判
昭
和
五
四
・
二
・
二
二
の
解
釈
を

果
実
へ
及
ぼ
す
こ
と
を
主
張
す
る
（
六
三
頁
以
下
）。
裁
判
例
と
し
て
は
、
賃
料
債
権
と
い
う
法
定
果
実
が
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
と
判

断
し
た
最
判
平
成
一
七
・
九
・
八
民
集
五
九
巻
七
号
一
九
三
一
頁
が
重
要
で
あ
る
。

（
１０３
）
常
岡
・
前
掲
『
家
族
法
』
三
三
三
頁
以
下
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
分
割
対
象
に
含
め
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

（
１０４
）
大
場
浩
之
「
遺
産
分
割
前
の
財
産
処
分
（
新
九
〇
六
条
の
二
）」
金
商
一
五
六
一
号
（
平
三
一
）
四
〇
頁
〜
四
五
頁
、
四
四
頁
は
、「
他
の
共
同
相
続

人
が
、
処
分
を
し
た
相
続
人
に
対
し
て
不
法
行
為
や
不
当
利
得
に
基
づ
く
救
済
を
求
め
て
い
る
場
合
に
は
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
精
算
は
求
め
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
が
（
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
・
前
掲
「
要
綱
案
の
た
た
き
台
（
三
）
の
補
充
」（
部
会
資
料
二
四
―
三
）
五

頁
の
引
用
か
）、
分
割
に
よ
る
方
が
有
利
な
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
訴
訟
係
属
中
に
は
と
い
う
狭
い
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
（
宮
本
・

前
掲
八
三
頁
参
照
）。
そ
れ
で
も
分
割
の
方
が
有
利
な
場
合
を
想
定
で
き
な
い
か
。

（
１０５
）
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
「
第
二
五
回
会
議
議
事
録
」（
平
二
九
）
一
〇
頁
。
そ
こ
で
は
、
預
金
債
権
が
弁
済
さ
れ
て
受
け
た
現
金

（
ド
イ
ツ
法
の
権
利
代
位
に
相
当
す
る
）
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
て
、
解
釈
に
委
ね
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く

権
利
代
位
の
果
実
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
自
然
か
。
こ
れ
に
対
し
、
村
田
大
樹
・
前
掲
二
四
頁
は
、
預
金

を
引
き
出
す
こ
と
も
含
む
と
断
定
す
る
。

（
１０６
）
的
確
に
こ
れ
を
指
摘
を
す
る
の
が
、
松
原
・
前
掲
「
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
と
限
界
」
五
八
頁
。

（
１０７
）
【
三
の
三
六
】
前
掲
大
阪
地
判
平
成
五
・
二
・
二
六
が
、
分
割
の
対
象
と
し
た
う
え
で
、「
寄
与
分
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
」
と
言
う
の
も

参
考
に
な
る
。

ドイツ相続法における代償財産
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